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税務訴訟資料 第２７３号（順号１３８２７） 

 

 東京地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 所得税更正処分等取消請求事件 

 国側当事者・国（大月税務署長） 

 令和５年３月９日却下・棄却・控訴 

 

    判    決 

 原告           甲 

 同訴訟代理人弁護士    石井 亮 

 同訴訟復代理人弁護士   三木 隼輝 

 同補佐人税理士      福田 浩彦 

 同            原木 規江 

 被告           国 

 同代表者法務大臣     齋藤 健 

 処分行政庁        大月税務署長 

              佐藤 清 

 上記指定代理人      別紙１指定代理人目録のとおり 

 

    主    文 

 １ 本件訴えのうち、請求の趣旨第３項に係る部分を却下する。 

 ２ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

 ３ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

  １ 大月税務署長が原告に対し平成３０年８月２１日付けでした平成２７年分の所得税及び復興

特別所得税（以下「所得税等」と総称することがある。）の更正処分のうち、総所得金額２０

５，８３１，９７８円及び納付すべき税額６９，２８１，２００円を超える部分並びに過少

申告加算税の賦課決定処分のうち４，０１２，０００円を超える部分を取り消す。 

  ２ 大月税務署長が原告に対し平成３０年８月２１日付けでした平成２８年分の所得税等の更正

処分のうち、総所得金額７３，４０２，６３９円及び納付すべき税額マイナス（還付金の額

に相当する税額があることをいう。以下同じ。）３，０８０，８００円を超える部分並びに過

少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。 

  ３ 大月税務署長が原告に対し平成３０年１１月８日付けでした平成２８年分の所得税等の更正

の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分及び令和元年１０月１１日付けでした

平成２８年分の所得税等の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分のうち、

総所得金額７３，４０２，６３９円及び納付すべき税額マイナス３，０８０，８００円を超

える部分を取り消す。 

  ４ 大月税務署長が原告に対し平成３０年１１月８日付けでした平成２９年分の所得税等の更正

の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分のうち、総所得金額マイナス４，８０
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５，９９６円及び納付すべき税額マイナス５４，５５４，８９２円を超える部分を取り消す。 

 第２ 事案の概要 

    本件は、大月税務署長（以下「処分行政庁」という。）が、①原告の平成２７年分及び平成

２８年分の所得税等について、原告の所有していた車両が「使用又は期間の経過により減価

する資産」に該当するとして、その譲渡所得の金額の算定上、取得価額から保有期間に係る

減価の額を控除して取得費を計算し、また、原告の外貨預金口座への入出金により生じた為

替差損益を雑所得とした上で、その譲渡原価を総平均法に準ずる方法により計算した上、申

告漏れがあるなどとして、それぞれ増額更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行っ

たこと、②平成２９年分の所得税等につき、為替差損益に係る譲渡原価を総平均法により計

算した上で原告が行った更正の請求に対し、更正すべき理由がない旨の通知処分（以下単に

「通知処分」という。）を行ったことに対し、原告が、売却した上記車両中には「使用又は期

間の経過により減価する資産」に該当しないものがあること、為替差損益は譲渡所得に該当

すること及び為替差損益に係る外国通貨の譲渡原価の計算方法は総平均法によるべきことな

どを理由に、上記増額更正処分等及び通知処分の一部の取消しを求める事案である（なお、

原告は、増額更正処分のされている平成２８年分の所得税等について２度にわたり更正の請

求を行い、それぞれにつき通知処分を受けているところ、請求の趣旨第３項において、これ

らの通知処分についても訴えの対象としている。）。 

  １ 関係法令等の定め 

    本件に関係する所得税法（昭和４０年法律第３３号。以下「法」という。）及び所得税法施

行令（昭和４０年政令第９６号。以下「施行令」という。）の定めは、別紙２－１及び２－２

に記載したとおりである。また、本件に関係する所得税基本通達（以下「基本通達」という。）

２－１４の定めは別紙２－３に、平成２６年１２月１９日・課個２－２０による改正前基本

通達（以下「改正前基本通達」という。）２－１４の定めは別紙２－４に、それぞれ記載した

とおりである。 

  ２ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認

められる事実） 

  （１）原告について 

     原告は、昭和４３年４月に接骨院を開業し、昭和５１年１月に全国各地の柔道整復師の療

養費支給申請を一括して行うＥを発足させ、平成２９年１月●日に主な目的を療養費の代理

請求及び代理受領とするＦ株式会社を設立して上記事業を引き継がせるまでの間、療養費の

代理請求業を営んでいた者である。 

  （２）原告の所有していた車両について 

    ア 原告は、平成２７年４月３０日当時、イタリア法人Ｇ（以下「Ｇ社」という。）が製造

した（ア）ないし（エ）の４台の車両（以下「本件各車両」と総称する。）を、Ｇ社の代

理店であるＨ株式会社（以下「Ｈ社」という。なお、原告が本件各車両を購入した当時の

社名は「Ｉ」であった。）から購入して、所有していた（乙３１）。 

    （ア）Ａ（山梨●●●●。以下「本件車両Ａ」という。） 

       ａ 取得日 

         平成９年１１月７日 

       ｂ 取得価額（購入価額に付随費用を加えた額を指す。以下同じ。） 
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         ５３８９万６４５０円 

       ｃ 取得日における走行距離 

         １４００キロメートル（甲１） 

         なお、原告は、本件車両Ａを中古で購入したものである（弁論の全趣旨）。 

    （イ）Ｂ（山梨●●●●。以下「本件車両Ｂ」という。） 

       ａ 取得日 

         平成４年９月２４日 

       ｂ 取得価額 

         ２０００万円 

         なお、原告は、本件車両Ｂを新車で購入したものである（弁論の全趣旨）。 

    （ウ）Ｃ（山梨●●●●。以下「本件車両Ｃ」という。） 

       ａ 取得日 

         平成１２年８月１０日 

       ｂ 取得価額 

         １８３３万５９５０円 

    （エ）Ｄ（山梨●●●●。以下「本件車両Ｄ」という。） 

       ａ 取得日 

         平成１９年１月１６日 

       ｂ 取得価額 

         ３４９２万４７２０円 

    イ 原告による本件各車両の保有状況 

    （ア）原告は、本件各車両について、いずれも道路運送車両法上の登録をして交付を受けた

自動車登録番号標を取得し、業務以外の用すなわち家事用に使用していた。なお、原告

は、本件各車両につき、その取得した日の属する年分から売却した日の属する年分まで

のいずれの年分においても、所得金額の計算上、本件各車両に係る減価償却費を原告の

業務における必要経費の額には参入していない。 

    （イ）原告は、本件各車両を、官公庁への陳情やＥの会員に会いに行くときに使用するほか、

静岡県のサーキット場で行われるＧの展示会において展示するために使用していた。な

お、原告は、本件各車両について、特に使い分けることはなく、エンジンの調子を整え

るため、交互に使用していた（甲１７）。なお、かかる扱いをする必要があったのは、

自動車を長時間にわたり走行させたり給油したりしない状態で放置すると、タイヤの変

形、ガソリンの劣化に伴う部品の腐食、バッテリー上がり等、その破損や性能の低下に

つながる様々な問題が生ずるためである（甲１０１）。 

    ウ 本件各車両の売却 

      原告は、Ｈ社に対し、以下のとおり、本件各車両を売却した。 

    （ア）本件車両Ａ 

       ａ 売却金額 

         １億３５００万円 

       ｂ 売却日 

         平成２７年４月３０日 
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       ｃ 売却日における走行距離 

         ６７００キロメートル（甲１７） 

    （イ）本件車両Ｂ 

       ａ 売却金額 

         ２３００万円 

       ｂ 売却日 

         平成２８年５月１６日 

       ｃ 売却日における走行距離 

         １万３６００キロメートル（甲１７） 

    （ウ）本件車両Ｃ 

       ａ 売却金額 

         ８５０万円 

       ｂ 売却日 

         平成２８年５月１６日 

    （エ）本件車両Ｄ 

       ａ 売却金額 

         １１５０万円 

       ｂ 売却日 

         平成２８年５月１６日 

  （３）原告の行っていた外貨普通預金取引について 

     原告は、Ｊ銀行（以下「本件銀行」という。）●●支店に、預入通貨をアメリカ合衆国ド

ル（以下「米ドル」という。）とする原告名義の外貨普通預金口座（口座番号●●●●。以

下「本件外貨預金口座」といい、本件外貨預金口座における外貨預金を「本件外貨預金」と

いう。）を開設した。 

     本件外貨預金口座では、主に、同支店の原告名義の円普通預金口座（口座番号●●●●。

以下「本件円預金口座」という。）との間で、米ドル建ての預金と円建ての預金との振替が

行われていた（この振替を以下「本件外貨取引」という。）（乙１、２）。 

     原告が平成２６年ないし平成２９年中に行った本件外貨取引は、別紙３の別表１－１ない

し１－３「本件外貨預金口座取引」の「②払出し」及び「③預入れ」の各欄に記載されたと

おりである（ただし、平成２７年２月１６日及び同年８月１０日の取引は、本件外貨預金に

ついて生じた利息の入金である。）。 

  （４）本件訴訟に至る経緯 

    ア 平成２７年分ないし平成２９年分の確定申告 

    （ア）原告は、平成２７年分ないし平成２９年分の所得税等について、いずれも法定申告期

限までに申告した。 

    （イ）原告の平成２７年分の所得税等の確定申告書（以下「平成２７年分確定申告書」とい

い、他の年分の申告書についても同様に表記する。）には、原告が平成２７年４月３０

日に売却した本件車両Ａに関する記載はなく、また、同申告書の第二表の「雑所得（公

的年金等以外）、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」の「所得の

種類」欄には「雑」と、「種目・所得の生ずる場所」欄には「外貨預金為替差益Ｊ銀行
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●●支店」と、「収入金額」及び「差引金額」欄にはいずれも０円と、それぞれ記載さ

れていた（乙３）。 

    （ウ）原告の平成２８年分確定申告書には、原告が平成２８年５月１６日に売却した本件車

両Ｂ、本件車両Ｃ及び本件車両Ｄの譲渡所得に関する記載はいずれもなく、また、同申

告書の第二表の「雑所得（公的年金等以外）、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所

得に関する事項」の「所得の種類」欄には「雑」と、「種目・所得の生ずる場所」欄に

は「外貨預金為替差益Ｊ銀行●●支店」と、「収入金額」及び「差引金額」欄にはいず

れも０円と、それぞれ記載されていた（乙４）。 

    （エ）原告の平成２９年分確定申告書には、為替差益に関する記載はなかった（乙５）。 

    （オ）原告は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関

する法律（平成９年法律第１１０号。以下「国外送金等調書法」という。）６条の２

（財産債務調書の提出）１項の規定に基づき、平成２７年１２月３１日現在の財産等に

ついて記載した財産債務調書（以下「平成２７年分財産債務調書」という。）を提出期

限内に処分行政庁に提出したが、平成２７年分財産債務調書には、本件車両Ｂ、本件車

両Ｃ及び本件車両Ｄに関する記載はいずれもなかった（乙６）。 

    イ その後の経過 

    （ア）平成３０年８月２１日付け各増額更正処分等について 

       ａ 処分行政庁は、原告に対し、調査担当職員の調査に基づき、平成３０年８月２１

日付けで、平成２７年中及び平成２８年中に売却した本件各車両の売却益並びに平

成２７年中の本件外貨取引に係る所得の申告漏れがあるとして、その平成２７年分

及び平成２８年分の各所得税等につき、それぞれ増額更正処分及び過少申告加算税

賦課決定処分（これらを併せて以下「本件各更正処分等」という。）をした。 

       ｂ 再調査請求 

         原告は、本件各更正処分等を不服として、平成３０年１１月２０日に再調査の請

求をしたところ、再調査審理庁は、平成３１年２月１８日付でいずれも上記再調査

の請求を棄却する旨の再調査決定をした。 

       ｃ 審査請求 

         原告は、上記ｂの再調査決定を経た後の本件各更正処分等に不服があるとして、

平成３１年３月１８日に審査請求をした。 

    （イ）平成３０年１１月８日付けの通知処分について 

       ａ 更正の請求 

         原告は、平成３０年８月６日、平成２８年分及び平成２９年分の所得税等につい

て、本件外貨取引により生じた為替差損益（以下「本件為替差損益」という。）に

係る所得は事業所得に該当するとして、答弁書別表の更正の請求欄のとおりとすべ

き旨の各更正の請求をした。 

       ｂ 処分行政庁は、上記ａの各更正の請求に対し、平成３０年１１月８日付けで、い

ずれも通知処分を行った。 

       ｃ 再調査請求及びみなす審査請求 

         原告は、上記ｂの各通知処分を不服として、平成３１年２月８日付けで再調査請

求を行ったところ、平成２８年分の所得税等に係る通知処分については、国税通則
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法（昭和３７年法律第６６号。以下「通則法」という。）９０条３項の規定により、

平成３１年４月１８日、審査請求がされたものとみなされ、平成２９年分の所得税

等に係る通知処分については、通則法８９条１項の規定に係る原告の同意により、

平成３１年４月１５日、審査請求がされたものとみなされた。 

    （ウ）令和元年１０月１１日付けの通知処分について 

       ａ 更正の請求 

         原告は、令和元年８月６日、平成２８年分の所得税等について、本件為替差損益

に係る所得は事業所得に該当すること、本件各車両は減価しないことを理由として、

更正の請求をした。 

       ｂ 処分行政庁は、上記ａの更正の請求について、令和元年１０月１１日付けで通知

処分をした（以下、（イ）ｂの通知処分と併せて「平成２８年分各通知処分」とい

う。）。 

       ｃ 審査請求 

         原告は、上記ｂの通知処分を不服として、令和元年１１月５日に審査請求をした。 

    （エ）裁決 

       国税不服審判所長は、通則法１０４条１項の規定に基づき、上記（ア）ｃ、（イ）ｃ

及び（ウ）ｃの各審査請求に係る審理を併合した上で、令和２年３月１０日付けで、同

各審査請求をいずれも棄却する裁決をした。 

  （５）本件訴訟の提起 

     原告は、令和２年８月２１日、本件訴訟を提起した。 

  ３ 被告の主張する税額等 

    原告の平成２７年ないし平成２９年度の所得税等に関し被告が主張する課税の計算及びその

根拠は、別紙３に記載のとおりである。原告は、後記４の争点に関する部分を除き、その計

算の基礎となる金額及び計算方法を明らかに争わない。 

  ４ 争点 

  （１）平成２８年分各通知処分の取消請求（請求の趣旨第３項）に係る訴えの利益の有無（本案

前の争点） 

  （２）本件各更正処分等の適法性（本案の争点） 

    ア 本件車両Ａ及び本件車両Ｂ（以下「本件車両Ａ及びＢ」と総称する。）の減価償却資産

該当性 

    イ 本件為替差損益に係る所得が、雑所得と譲渡所得のいずれに該当するか 

    ウ 本件為替差損益の額の計算の基礎となる外国通貨の取得費等の計算方法 

    （ア）「総平均法に準ずる方法」により計算を行うことに違法な点があるか 

    （イ）端数処理につき、小数点以下３位未満を切り上げず、小数点以下を切り上げる方法に

よることに違法な点があるか 

  ５ 当事者の主張 

    争点に関する当事者の主張の要旨は、別紙４記載のとおりである。 

 第３ 当裁判所の判断 

    当裁判所は、本件訴えのうち、請求の趣旨第３項（平成２８年分各通知処分の取消しを求め

る部分）については却下すべきであり、その余の原告の請求については棄却すべきものと判
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断する。以下、その理由について述べる。 

  １ 争点（１）（平成２８年分各通知処分の取消請求（請求の趣旨第３項）に係る訴えの利益の

有無）－本案前の争点 

    通知処分と増額更正処分は、いずれも同一の納税者に向けられた、同一の納税義務を確定さ

せるための処分であり、かつ、上記増額更正処分は、一旦確定していた税額を増額させて確

定する処分であるから、通知処分の内容を実質的に包摂するものということができる。加え

て、更正の請求がされていることから、納税者としては、上記増額更正処分の取消訴訟にお

いて、上記更正の請求に係る税額を超える部分の取消しを求めることが可能であると解され

る。そうすると、本件においても、平成２８年分各通知処分につき、原告がその取消しを求

める利益はないものと解するべきである（最高裁令和●●年（〇〇）第●●号同３年６月２

４日第一小法廷判決・民集７５巻７号３２１４頁参照）。 

    したがって、本件訴えのうち、平成２８年分各通知処分の取消しを求める部分は、訴えの利

益を欠き、不適法であるものといわざるを得ない。 

  ２ 争点（２）ア（本件各更正処分等の適法性・本件車両Ａ及びＢの減価償却資産該当性）－本

案の争点 

  （１）判断枠組み 

    ア（ア）法３３条１項は、資産の譲渡による所得につき譲渡所得として課税する旨定めると

ころ、これは、資産が譲渡によって所有者の手を離れる機会に、その所有期間中の当

該資産の増加益を清算して課税する旨を定めたものである（最高裁昭和●●年（〇〇）

第●●号同４７年１２月２６日第三小法廷判決・民集２６巻１０号２０８３頁等参

照）。 

        ここで、法３８条１項は、譲渡所得の計算の原則として、譲渡価額から当該資産の

取得費等を控除する旨定めるとともに、同条２項において、当該資産が、その価値が

使用により目減りする性質のものである場合には、課税の場面においても当該資産価

値の目減りを反映させるのが相当であるとの趣旨で、取得費から減価の額を控除する

（取得費控除）旨定めている。そして、同項１号は、業務用資産の場合に当該控除が

されるべき金額は、法４９条１項に定める減価償却資産の償却費の合計額である旨規

定している（なお、法３８条２項２号、施行令８５条は、非業務用資産についても、

同項１号に準じて控除額を計算するものとしている。）。このことからすれば、法３８

条２項柱書きにいう「家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産」とは、法

４９条１項の対象とされる減価償却資産（その意義及び範囲は、法２条１項１９号及

び施行令６条各号に規定されている。）の範囲と一致するものと解すべきである。 

     （イ）法４９条１項は、ある事業用資産が数年間にわたり収益を生むものである場合に、

当該資産の取得費用全額をその取得年の必要経費たる支出として計上することは、費

用収益対応の原則の観点から合理的でないことを前提に、各年末に、当該資産の価値

のうち使用により目減りする分を数値化し、当該目減り分に対応する取得費用分のみ

を支出として計上するとの趣旨に基づく規定である。もっとも、資産価値の目減り分

の数値化を、個々の資産ごとに正確に行うことは不可能である。そこで、同項は、資

産を類型化し、その類型ごとに、耐用年数、耐用年数経過後の残存価値及び当該耐用

年数内における価値の減少の仕方を擬制して、必要経費を計算する旨を定めたもので
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ある。そして、耐用年数については、耐用年数省令に規定が置かれている。 

        事業用資産との関係では、取得費控除は、かかる減価償却の規定と表裏一体の関係

のものとして説明される。すなわち、減価償却がされた資産につき、譲渡所得に対す

る課税の局面で取得費全額を（価値の目減り分を考えることなく）必要経費として差

し引くこととすれば、価値の目減り分を二重に控除する結果となるため、減価償却さ

れた分は取得費から控除すべきこととなる。そして、価値の目減り分を個々の資産ご

とに正確に算定することが困難である以上、資産の類型ごとに目減りの範囲及び程度

を擬制するという減価償却における議論は、取得費控除の場面においても同様に妥当

することとなる。 

     （ウ）以上のとおり、減価償却及び取得費控除の局面において、ある資産の価値が減少す

る程度の計算については、個々の資産に係る事象を捨象して類型ごとに行うことが前

提とされている。これは、所得の算定方法を簡便かつ合理的な方法に統一し、課税の

公平を図ることに資するという点でも、法の趣旨に適う合理的なものといえる。 

        なお、非業務用資産の場合には減価償却に係る規定は存在しないが、前記（ア）の

とおり、法３８条２項において、業務用資産の場合に準じて取得費控除がされる旨規

定されていること、仮に取得費をそのまま維持するとした場合、取得後相当期間経過

後に非業務用資産を譲渡すると、通常は譲渡損失が生じて譲渡者の所得ひいては税負

担が圧縮されることになるが、非業務用資産であってもその使用によって帰属所得が

生じていることなどに鑑みると、この帰結は必ずしも相当ではないものと考えられる

ことから、非業務用資産においても、取得費控除については業務用資産と同様に取り

扱うものとされている。 

        そして、資産の価値とは、その資産が有する、何らかの目的の実現に役立つ性質や

程度を指すところ、当該資産価値の目減りの程度を（個々の資産に特有の事象を捨象

して）計算するという前記（イ）における議論の前提として、その資産の「価値」の

定義、すなわち、何が当該資産の「価値」といえるかという点についても、原則とし

て、個別具体的な事情や当該資産に対して納税者の置く主観的な意義付けを離れて、

その類型ごとに社会通念上想定される本来的な目的・効用という観点から、一定の擬

制を置かざるを得ないものというべきである。換言すれば、ある資産が、「使用又は

期間の経過により減価」（法３８条２項）しない資産（前記（ア）のとおり、その範

囲は、「時の経過によりその価値の減少しない」資産（施行令６条柱書き括弧書き）

の範囲と同じであるものと解される。）に該当するか否かの判断も、当該資産が、そ

の属する類型において、社会通念上想定される本来的な目的・効用を前提に、当該目

的・効用が期間の経過により減少していくか否かという点から行われるべきであり、

ただ、個別の資産につき、その価値が、当該類型の資産に求められる本来的な目的・

効用とは異なる面に置かれていることが社会通念上確立しているといえるような例外

的な場合に、これと異なる判断がされるにすぎないものと解するべきである。 

     （エ）これに対し、原告は、法３８条２項２号の趣旨は、本来の用途、用法によって現に

通常予定される効用（収益稼得能力）が逓減（減もう）することの結果として生ずる

価額の減少を適正に評価するところにあるとして、資産の時価が機能及び希少価値の

双方に着目して形成されている場合、時の経過により、当該機能の低下（収益稼得能
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力の低下・減もう）が生ずること自体は抽象的には観念し得るものの、それによって

も客観的な価額（時価）が減少しない場合には取得費調整の対象とはならないのであ

り、そのように解することが、資産の値上がりによる価額の増加に課税するという譲

渡所得の趣旨からも合理的であるなどと主張する。 

        原告の上記主張が、要するに、譲渡所得における価値の目減り分を、その実態に即

して正確に把握すべきであるとの趣旨をいうものであるとすれば、取得費控除及び減

価償却の規定自体が、ある資産の価値の目減りを正確に導出することは不可能である

ことを前提に、その程度を擬制するのもやむを得ないとの前提に基づくものであり、

資産の「価値」をいかに定義するか自体についても、当該資産の類型を前提に社会通

念上想定される効能・効果という点から類型的に解釈がされるべきであることは前記

のとおりであるから、これと異なる限度で原告の主張は採用することができないこと

に帰する。 

    イ（ア）本件車両Ａ及びＢは、いずれも自動車であるから、施行令６条６号にいう「車両及

び運搬具」に該当する。そして、自動車の本来の効用は、人や物を乗せ、原動機の動

力によって車輪を回転させて路上を走ることにあるところ、経年や使用によって原動

機の性能が低下したり、その構成部品が劣化したりすることによって、その機能は一

般的・類型的に逓減していくものであり、逆に、およそ自動車である以上、かかる機

能の劣化が一切発生しないとか、使用によってむしろ機能が向上するといった事態が

生じ得ないことは、社会通念上明らかであるといえる。そうすると、自動車は、原則

として「時の経過によりその価値の減少しない」資産には該当しないものというべき

である。 

        他方、基本通達２－１４は、美術品等につき、「時の経過によりその価値の減少し

ない」資産該当性についての実務上の判定基準を定めている（なお、同じく減価償却

資産該当性が問題となる法人税基本通達７－１－１にも、基本通達２－１４と同様の

定めがある。）。これは、美術品とは、絵画・彫刻・工芸品その他の有形の文化的所産

である動産を意味することを前提に、これらは、社会通念上その目的として鑑賞以外

のものが想定されない、又は茶器などのように鑑賞以外の目的や機能（茶器であれば

食器としてのそれ）が形式的には想定されるとしても、当該目的や機能の部分が形骸

化し、鑑賞対象としての部分がその価値のほとんどを占めるものとして社会通念上確

立しているために、価値の目減りが将来にわたり生ずる余地がない（多数の者が鑑賞

することで価値が減少していったり、時の経過に応じて定量的に価値がなくなってい

ったりする関係にない）ことから、美術品等に該当すれば「時の経過によりその価値

の減少しない」資産に当たる旨を定めたものと解される。もっとも、何を「美術品」

等と定義するかを個々の主観に委ねることは、美的感覚が人により大きく異なる以上

極めて安定性を欠く結論になることを踏まえ、基本通達２－１４において基準が設け

られているものと解される。 

        かかる基本通達２－１４の存在にも照らせば、施行令６条各号に該当する資産が、

鑑賞対象としての卓越性に係る価値をも併せて有するような場合に、それをもって

「時の経過によりその価値の減少しない」資産に該当するといえるか否かは、上記の

ような価値の目減りが将来にわたり生ずる余地がないものという評価が社会通念上確
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立しているかどうかによって判断すべきである。この点、基本通達２－１４の（１）

は、減価償却資産に該当しないものの例として、「古美術品、古文書、出土品、遺物

等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの」を挙げている。そし

て、改正前基本通達２－１４は、減価償却資産に該当しないものの例として「書画、

骨とう」を掲げ、基本通達２－１４の（１）における「古美術品、古文書、出土品、

遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの」を「書画、骨と

う」に該当するものの例として列挙していた。また、「骨とう」該当性の解釈として、

日本標準商品分類上「骨とう」とはその制作後１００年以上を経過したものを指すと

されていることなどを踏まえて判断するものとしていた。 

        これは、物に対する価値の見いだされ方には時代ごとに差があり得ることに加え、

鑑賞対象としての部分以外に実用的な機能を有する資産の場合は、技術が進歩する以

上、当該資産の実用的な機能としては古い物より新しい物の方が優れていることを前

提に、長い時代の変遷を経ても、また、実用的な機能自体は新しいものに大きく劣っ

ていても、なお当該資産に高い価値が付けられているようなものは、社会通念上、当

該資産の実用的な機能以外の部分（すなわち、鑑賞対象としての部分）が、その物の

価値として確立した（すなわち、歴史的価値又は希少価値がその本来的効用として定

着した）ものと判断することができるとの解釈に基づくものと解される。 

        そうすると、社会通念上「美術品」に該当しない資産、すなわち、当該資産の類型

上、鑑賞以外の実用的な目的又は機能が想定される資産が、なお「時の経過によりそ

の価値の減少しない」資産に該当するといえるような例外的な場合とは、当該資産が、

「骨とう」すなわち「古美術品、古文書、出土品、遺物等」に類するといえる程度の

長期間を経てもなお確立した高い価値を維持しているような場合等に限られるという

べきであり、「希少価値」や「代替性のない」との文言もかかる文脈において理解さ

れるべきであり、単に市場における希少性等によってその価格が（せいぜい数年単位

の期間で）高騰しているにすぎないような場合を含むものではない。 

     （イ）これに対し、原告は、基本通達２－１４の（２）においては取得価額が１点１００

万円以上である美術品を減価償却資産として扱うこととされているところ、かかる基

準は当該資産の非代替性や歴史的価値に着目して設けられたものでないことが明らか

である（実際にも、市場で１００万円以上の価値が付けられている美術品のうちには、

数百点単位で同じものが作成されているものもある）として、当該資産が非代替的な

ものか、あるいは歴史的価値がある場合に限らず、時の経過によっても減少しないよ

うな市場価値が付与されている資産は、その類型を問わず「時の経過によりその価値

の減少しない」資産に該当する旨主張する。 

        しかし、原告の依拠する基本通達２－１４の（２）の規定は、同通達が想定する

「美術品」の効果・効用が鑑賞対象としての部分のみにあるか、又は少なくとも当該

部分がその目的や機能のほとんどを占めるものとして社会通念上その評価が確立され

ている（すなわち、仮に鑑賞以外の機能を有する工芸品であっても、当該機能が形骸

化し、彫刻や絵画と同様に美的部分が価値の形成要因のほぼ全てを構成するものとな

っている）ものであることを前提に、そのような実用性の欠如又は稀薄性を前提とし

ても１００万円以上という相当高価な価格でなければ入手できないことをもって、減
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価償却資産の対象たる「美術品」の基準とするものである。換言すれば、基本通達２

－１４の（２）の基準は、社会通念上「美術品」とされる資産の中で、減価償却資産

たる「美術品」に該当するものとそうでないものを振り分けるための基準であり、あ

る資産がそもそも社会通念上「美術品」に該当するか否かの線引きを規律するもので

はない。したがって、社会通念上「美術品」に該当しない資産について、基本通達２

－１４の（２）の基準をそのまま妥当させるのは適当ではないものというべきである。

そして、前記のとおり、自動車の本来の効用は、原動機の動力によって車輪を回転さ

せて路上を走ることであるから、基本通達２－１４の（２）にいう「美術品」に社会

通念上該当し得ないことは明らかである（なお、多くの自動車の新車価格が、基本通

達２－１４の（２）において基準とされている１００万円を超えていることは公知の

事実であるところ、仮に自動車が「工芸品」と解されることになれば、ほぼ全ての自

動車がこの基準において「美術品」とされるという極めて不合理な結論を招来する。）。 

        したがって、社会通念上「美術品」に該当する資産以外の類型の資産についても基

本通達２－１４の（２）が妥当することを前提とする原告の主張は採用することがで

きず、前記のとおり、かかる資産については、「骨とう」、「古美術品、古文書、出土

品、遺物等」に類似するといえる程度の長期間を経てもなお高い価値を維持している

ような場合に、例外的に「時の経過によりその価値の減少しない」資産該当性が認め

られるにすぎないものと解するべきである。 

     以上を前提に、本件車両Ａ及びＢが、「使用又は期間の経過により減価」する資産に該当

するといえるか否かについて検討する。 

  （２）認定事実 

     前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 

    ア Ｇ社の販売戦略及びその車両の値動きについて 

前記前提事実のとおり、本件各車両はいずれもＧ社が製造したものであるところ、Ｇ社

（又はＧブランド）は、スポーツカー（Ｆ１カー）を開発、展開することを主眼としてい

る（甲９９）。 

また、Ｇ社は、「常にニーズより１台少ない台数を供給する」というコンセプトの下、

ブランド力を維持するために希少価値を維持するという販売戦略をとっている（甲６）。

もっとも、Ｇ社の車両の製造台数はモデルごとに様々であり、多いものでは１万６０００

台以上が製造されたモデルもある（甲６２）。 

上記のとおりのＧ社の販売戦略から、特に製作台数の少ないスポーツカーの中には、カ

ーオークションで時には数億円で落札されるものもある。他方、落札額が３億円を超えた

後に出品が増えたことで２億円半ばまで下落した車種（Ｋ）もあるなど、その価格は需要

と供給に応じ変動している（乙３２）。 

    イ 本件車両Ａ及びＢの特性 

（ア）ａ 本件車両Ａは、Ｇ社の創立５０周年を祝うために１９９５（平成７）年から３４

９台限定で製作されたＡのうちの１台である（甲７の２、１０の２）。 

ｂ Ａは、上記ａのとおり、Ｇ社の中でも記念碑的モデルであったことなどから、ヨ

ルダンや米国の自動車博物館において展示され、日本に輸入された第１号車も一時

は美術館で展示されるなど、コレクターカーとしても重要な地位を占めている（甲
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１０８の２、１０９の２、１１０）。 

         Ａの発売当時の定価は５０００万円であり、平成１４年頃のカーオークションで

の落札額は５０００万円ないし６０００万円と定価と同様かこれをやや上回る程度

で、平成２５年頃まではこの価格推移にさほど変化はなかった。しかし、同年１月

のオークションにおいて１３７．５万ドル（約１億２３７５万円）で落札されたの

を契機に落札額が高騰し、同年８月には、米国における世界最大のコレクターカー

オークションハウスであるＬが運営するＬオークションのうち、特定のブランドの

最も有名なモデルのもので、かつ状態も良い車両のみを集めて行われたオークショ

ンとしての位置付けにある「●●」に出展されるなどもした（甲７８の２、乙３

２）。 

         そして、前提事実（２）ウ（ア）のとおり、原告が本件車両Ａを譲渡したのは平

成２７年４月３０日であるところ、平成２７年全体でみると、Ａは、カーオークシ

ョンにおいて３台が出品され、それぞれ３１３万５０００ドル、２６４万ドル及び

１７７万９０００ユーロで落札されている（甲９の２の２）。 

         Ａの価格はその後も更に高騰を続け、令和４年３月１８日のオークションでは新

記録となる５億４９３４万円で落札されるに至った（乙３２）。 

         令和２年５月にＬのオークションに出品されたあるＡの説明文では、そのデザイ

ンの秀逸さ、Ｇ社の歴史の中においての重要な位置付け及び歴代の所有者に著名な

コレクターが含まれる事実などもさることながら、Ａが５１２馬力のＶ型１２気筒

エンジンを搭載し、従前のモデルよりも更に高速度を出すことができ、Ｇ社の当時

の社長から「最初で最後の２座席のＦ１カーにする」との言質を得たといったその

性能面について多くの紙面が割かれ、レーシングカーとしての性能を兼ね備えなが

ら公道を走行できる車両であることがその魅力であるとされているほか、Ｇ社によ

る認定（◎◎）を受けていること、定期的に正規のディーラーにおいて多額の費用

を掛けたメンテナンスを受けていることや、車体等につき米国の規制に適合するも

のとなっていることがその特長として掲げられている（甲１０の２）。また、Ａに

ついて記載された記事においても、最高時速が３２５キロメートル、時速１００キ

ロメートルに到達するまでのスピードが３．９秒であることなど、その走行スピー

ドやエンジン性能が特筆すべき点として挙げられている（甲１１０）。 

    （イ）ａ 本件車両Ｂは、Ｇのスーパーカーである●●の最終開発モデルの一つであり、１

９９２（平成４）年から１９９４（平成６）年までの間に２２８０台が生産された

Ｂのうちの１台である（甲９３の２）。Ｂは、●●（７年間で７１００台以上生産

された。甲９０の２）に対し生産期間が短く生産台数も少ない点に希少性を見いだ

されていることや、そのデザイン性の高さに魅了されたロックスターやポップスタ

ーも多かったことから、新規のファンのみならず既存のファンの間でも人気の車種

である（甲９１、９３の２）。なお、Ｂの平成２５年６月から令和３年６月までの

カーオークションにおける平均落札価格は１８９０万円余である（甲１１５の２）。 

       ｂ 令和３年４月にオークションに出品されたあるＢの説明文では、時代を感じさせ

るデザインと快適でスポーティな走行性能を備えた初期型のＧである旨の位置付け

が末尾に言及されているものの、主として、４バルブシリンダーヘッドを採用した
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Ｖ１２エンジンを搭載したことにより従前のモデルよりも走行時のスムーズさが向

上し、出力が上がったにもかかわらず軽快な操作性と運転のしやすさを備えるなど

優れた性能を有するのみならず、トップギアの柔軟性と最高速度も上がっているこ

となどその機能面について紙面が割かれ、長年にわたって非常によく手入れがされ

て経年劣化がほとんど見られず、走行距離も少ない車両であることが紹介されてい

る（甲９３の２）。 

         なお、令和２年３月にオークションに出品された別のＢについても、元の主要な

機械部品を全て保持しているとして◎◎を受けていること、Ｇ社の正規代理店にお

いて多額の費用を掛けたメンテナンスを受けていることなどがその特長として掲げ

られている（甲９２の２）。 

    ウ Ｎの特性と課税実務 

（ア）Ｎは、イタリアの楽器製作者Ｏ父子３名によって１７世紀から１８世紀頃にかけて作

成された一連のヴァイオリンを指す。Ｎは、世界最高峰のヴァイオリンの代名詞とされ、

過去２００年近くにわたり、国際ヴァイオリン市場で常に最高額を維持し続けてきてお

り、特に名器といわれるものは１丁１０億円を超える落札価格がつくものもある。（甲

４２、乙２４、弁論の全趣旨） 

（イ）Ｎは、その音色にとって取り分け重要とされる箱の部分の表板の木材に、製造当時の

気象を反映した極めて木目の細かく均一なものが使われている。また、Ｎは、Оが製作

した時点で１丁ごとに独自の工夫が凝らされた上、その後そのヴァイオリンを奏でた演

奏家の音色をも蓄積することにより、それぞれに名前が与えられ、個性があるものとさ

れている。（乙２４） 

（ウ）Ｎについては、平成２８年６月期において希少性が高いために年数を経ても価値が下

がらない楽器として法人税法上減価償却できないものと扱われた例がある（甲４１）。 

  （３）検討 

    ア 本件車両Ａについて 

      前記（２）ア及び同イ（ア）のとおり、Ａは、Ｇ社の歴史の中でも重要なコレクション

カーであり、かつ、希少性を販売戦略の旨とするＧ社の製造する車種の中でも生産台数が

相当少ない部類に入ることから、その機能面のみならず、美的側面や希少性も価格形成要

因の相当部分を占めているものと認められる。 

      他方、Ｇ社がＦ１で優勝することのできるスピードとパワーを有するスポーツカーの製

作を源流とするブランドであること、実際に、過去のオークションにおいても、Ａの価値

として、高性能のエンジンを搭載しており、レーシングカーとしての機能をもって公道を

走行できることや、Ｇ社の正規代理店でメンテナンスを受け、すぐに走行し得る状態であ

ることなどが掲げられていることからすれば、原告が本件車両Ａを購入した際のみならず、

年数経過後に売却した時点においても、Ａの価値の背景に、自動車の有する本来的な機能

（すなわち、原動機の動力によって車輪を回転させて路上を走ること）があることは明ら

かである。 

      さらに、Ａは、原告が入手した当時、中古車とはいっても製造から２年程度しか経過し

ていない状態であり、売却時でみても製造から１８年程度しか経過していないのであるか

ら、いわゆる「骨とう」といえるほどの期間にわたり高い価値を維持しているとはいえな
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い。そもそも、Ａの価格が高騰し始めたのは平成２５年頃からで、現在のように数億円を

超える価格で落札されるに至った背景にも、この時期以降、高級車等が投機の対象として

見られるようになってきたこと（いわゆるオークション・バブル）があるものとうかがえ

る（なお、投機対象が変動したり、人々の趣味嗜好が変わったりすることにより、かかる

バブル的な価格が必ずしも長年にわたり維持されないことがあるのは公知の事実であって、

現に、前記（２）アのとおり、高額での落札後に供給量の増加により価格が下落した車種

も見受けられる。）から、Ａの今後の価格推移については未だ不確定な面もあるといわざ

るを得ない。 

      そうすると、本件車両Ａにつき、社会通念上「美術品」に該当しない資産が例外的に法

３８条２項による取得費調整の対象となる資産（施行令６条柱書きにいう「時の経過によ

りその価値の減少しない」資産）に当たるような場合、すなわち、当該資産が、「骨とう」、

「古美術品、古文書、出土品、遺物等」に類似するといえる程度の長期間を経てもなお高

い価値を維持しているような場合に当たると解することはできない。 

    イ 本件車両Ｂについて 

      前記（２）ア及び同イ（イ）のとおり、Ｂは、Ｇにおいても人気の高いスーパーカーの

最終生産モデルであり、比較的生産台数が少ない部類に入ることから、その機能面のみな

らず、美的側面や希少性にも相当程度着目して価格が形成されているものと認められる。

他方、Ｂにおいても、前記アにおけるのと同様、Ｆ１カーの製作を行うＧ社のブランド性

を前提に、その搭載するエンジンや走行性といった自動車本来の機能が現在まで維持され

ていることにも価値が置かれていることは明らかである。さらに、Ｂも、原告が入手した

当時は新車であり、売却時でみても製造から２４年程度しか経過していないのであるから、

いわゆる「骨とう」といえるほどの期間にわたり、高い価値を維持しているとはいえない。 

      したがって、本件車両Ｂについても、本件車両Ａと同様に、「骨とう」、「古美術品、古

文書、出土品、遺物等」に類似するといえる程度の長期間を経てもなお高い価値を維持し

ているような場合に当たると解することはできない。 

    ウ 原告の主張について 

      これに対し、原告は、本件車両Ａ及びＢのいずれについても、相当長期間の保有後にな

お取得価格を上回る高値で売却することができているところ、それ自体、本件車両Ａ及び

Ｂに自動車としての性能を離れた希少価値が認められていることの証左にほかならない、

取り分け本件車両Ａが、前記（２）イ（ア）のとおり、世界的カーオークションでも年数

の経過からすれば異常ともいえるほどの高額で取引されているのは、資産の価額（時価）

が希少価値に着目して形成されていることを表している、実際にも原告は本件車両Ａ及び

Ｂを実用品とは離れた収集品として購入し保管していたなどと主張して、本件車両Ａ及び

Ｂはいずれも「使用又は期間の経過により減価」する資産に該当しない旨主張する。また、

原告は、前記（２）ウ（ウ）のＮについての課税実務の取扱い例を挙げて、期間の経過に

よりその機能（すなわち、音を奏でること）が向上することのあり得ないヴァイオリンに

ついて「時の経過によりその価値の減少しない」資産であるとされたのは、ひとえに、Ｎ

に本来想定される機能とは離れた希少価値により客観的な市場価値が決せられるとの特性

があるからである、そうである以上、本件車両Ａ及びＢについても、Ｎと同様に、取得費

控除の対象とならない「使用又は期間の経過により減価」しない資産とみるべきであるな
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どと主張する。 

      しかし、前記（１）のとおり、当該資産の「価値」は、原則として、個別具体的な事情

や納税者の主観的意義付けを離れて、その類型ごとに社会通念上想定される本来的な目的

や機能という観点から判断すべきことに照らせば、原告が本件車両Ａ及びＢを購入した目

的や、本件車両Ａ及びＢの実際の売却価格などといった事情が、直ちに本件車両Ａ及びＢ

が「使用又は期間の経過により減価」しない資産といえるか否かに影響するわけではない

（そもそも、かかる個別的事情を考慮することが、価値の目減りやその前提となる価値の

定義について一定の擬制を伴うことを前提とする減価償却及び取得費控除の趣旨にそぐわ

ないのは、前記のとおりである。）。また、前記（２）ウ（イ）のとおり、Ｎは、時の経過

とともに歴代の演奏者の個性を加え、その実用的な機能（楽器としての演奏効果）にも深

みが増すものと一般に評価されているという稀有な性質がある点で、原動機の性能の経年

劣化を避けられない自動車とは異なる上、仮にこの点をおくとしても、Ｎは、現に２００

年以上にわたり一流のヴァイオリンとしてその価値が社会通念上も確立しているのであっ

て、「骨とう」と称するのに十分な長期間を経てもなお高い価値を維持しているといえる

から、これを「時の経過によりその価値の減少しない」資産に該当すると判断することは

社会通念にも合致する。これに対し、前記（２）アのようなＧ社の他の自動車の値動き等

からみても、本件車両Ａ及びＢが、そのような長期間にわたって高い価値を維持し、今後

も維持し得る資産であるとは断じ難い。 

      以上のとおり、原告の主張には、いずれも理由がない。 

  （４）結論 

     したがって、結局、本件車両Ａ及びＢのいずれについても、その価値が、当該類型の資産

に求められる本来的な目的・効用とは異なる面に置かれていることが社会通念上確立してい

るといえるような例外的な場合には該当しないというべきであるから、法３８条２項にいう

「使用又は期間の経過により減価する資産」として、取得費控除の対象となることになる。

そして、弁論の全趣旨に照らし、これと同様の理解を前提にしてされた処分行政庁の税額計

算にも誤りは認められない。 

  ３ 争点（２）イ（本件外貨取引に係る所得が、雑所得と譲渡所得のいずれに該当するか）－本

案の争点 

  （１）前記２（１）のとおり、譲渡所得とは、ある資産の所有期間中に生じた増加益を清算して

課税する趣旨のものである以上、譲渡所得の課税対象となる資産とは、その価値の増加益を

観念できるものを指すものというべきである。 

     ここで、貨幣とは、商品の価値尺度や交換手段として社会に流通するものを指すところ、

その性質に照らせば、貨幣自体の価値の増加又は減少を観念することはできない（そして、

この理解は、その貨幣が日本で強制通用力を有する円貨であるか、外貨であるかを問わず妥

当する）ものというべきである。この点、貨幣と同じく価値尺度としての側面を有する暗号

資産につき、その譲渡原価等の計算及びその評価の方法を定める法４８条の２において、暗

号資産の譲渡により生じた利益が事業所得又は雑所得に該当することを前提にその必要経費

に算入する金額を定める旨定めているのも、かかる理解に基づくものと解することができる

（なお、同条の制定時の国会審議の際に、政府参考人は、外貨も価値尺度たる貨幣であるこ

とから、当該外貨自体の値上がり益を考慮することはできない旨の発言をしている。乙２
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７・２１頁、乙２８・１４頁等）。 

     そうすると、為替差損益、すなわち外貨と円貨の交換により生じた損益も、当該外貨自体

の価値の増減によるものではないこととなるから、譲渡所得の対象となる資産には該当せず、

他の類型の所得にも該当しないため雑所得に区分されることとなる。 

  （２）これに対し、原告は、価値尺度として日本で強制通用力を有するのは円貨のみであり、法

も外貨が価値尺度となることを前提とした規定を設けていない以上、外貨についてそれ自体

の価値の増減を（円貨との関係で設定される為替レートを用いて）観念することは可能であ

るから、外貨は譲渡所得の課税対象たる資産に該当する旨主張する。また、上記（１）の法

４８条の２の規定については、いかなる場合でも外貨が譲渡所得に該当しない旨をいうもの

ではなく、政府参考人答弁の論拠は有力な学説に反するなど根拠が薄弱であることからすれ

ば、少なくとも、外貨が支払手段ではなく投資対象とされた場合には妥当しないものと解す

るべきであるなどと主張する。 

     しかし、法４８条の２が、暗号資産が投資対象とされているか否かにかかわらずその譲渡

益が事業所得とならない旨を定めるものであることは明白であるところ、その背景には、上

記（１）で説示したとおり、円貨以外の貨幣や暗号資産等、当該貨幣や暗号資産との交換の

ための円貨の額が変動するものについても、それは飽くまで交換レートの変動による相対的

な額の上下の問題であり、当該貨幣や暗号資産自体の価値が増減したことによるものではな

いとの理解があるといえる。そうすると、外貨と円貨の為替差益の譲渡所得該当性について

も、譲渡所得の対象たる資産には該当しないと解するのが上記規定の内容とも整合的である

といえるから、これと異なる原告の主張は採用できない。 

  （３）以上のとおり、本件為替差損益は雑所得に該当するところ、これと同様の理解に立って処

分行政庁が行った税額の計算に誤りはない。 

  ４ 本件為替差損益の額の計算の基礎となる外国通貨の取得費等の計算方法（争点（２）ウ）－

本案の争点 

  （１）「総平均法に準ずる方法」により譲渡原価の計算を行うことに違法な点があるか（同（ア）） 

    ア 法３５条２項は、雑所得の金額は、総収入金額から必要経費（その計算は、法３７条１

項の規定に基づき行う。）を差し引いて計算する旨規定する。そして、法４７条ないし５

０条は、法３７条１項の規定によりその年分の所得の金額の計算上必要経費に算入すべき

金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる資産の価額につき当該資産の類型ごと

に定めるところ、これらの規定は、資産の種類等及び資産から生ずる所得の区分に応じて、

納税者において選定することのできる資産の価額の評価方法及びこれを選定しなかった場

合等において適用される法定評価方法を定めている。 

      そして、為替差益が雑所得を生じた場合に、当該所得の計算上必要経費に算入すべき外

国通貨（外貨建ての預金債権も含む。）の取得費については、法においてその評価方法に

係る直接の定めはないものの、上記の規定の趣旨に鑑みて、その資産としての性質及び当

該資産から生ずる所得の区分を考慮し、法定評価方法の中から、適用すべき評価方法を判

断するのが合理的である。 

    イ 外国通貨は、その資産の性質上、同一の種別である限り代替性があり、取得時期や価額

等にかかわらずその一単位当たりの価値は変わらないため、これらを等価とみて単価を平

均する評価方法が相当であるところ、この点で、種類も性質も様々なものが含まれ経年に
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より劣化するものもある棚卸資産ではなく、有価証券や暗号資産に類似する。さらに、そ

の資産から生ずる所得の区分としても、雑所得が生ずることを前提として規定された評価

方法がなじむというべきである。以上を踏まえると、外国通貨については、有価証券又は

暗号資産に係る譲渡原価の法定評価方法によるべきである。 

    ウ 有価証券の譲渡原価の計算方法としては、総平均法（施行令１０５条１項１号）、移動

平均法（同項２号）に加え、２回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券についての

計算方法（法４８条３項）として総平均法に準ずる方法（施行令１１８条１項）がある。

これに対し、暗号資産の譲渡原価の法定評価方法は、総平均法（施行令１１９条の５第１

項１号）又は移動平均法（同項２号）とされ、法４８条３項及び施行令１１８条１項と同

様の規定はない。 

      ここで、２回以上にわたって取得した有価証券において総平均法に準ずる方法を用いる

のは、総平均法自体が利益操作を排除し、取得単価を平均化する合理的な方法であること

を前提に、期末に１回計算を行えば足りるとする総平均法は、ある資産を譲渡した後に購

入した同種の資産の価額も当該資産の取得価格に影響を与えるという意味で正確性には劣

る点があることから、資産を譲渡するごとに譲渡原価の計算を行うことを内容とする総平

均法に準ずる方法を採用して、資産の価値をより正確に算出するとの趣旨であると解され

る。そして、かかる趣旨は、有価証券と同様に、その取得価額が異なるもののその物的性

格が同じである外貨についても当てはまるものというべきであるから、本件各為替取引の

ように複数回にわたり為替取引が行われた場合の譲渡原価の計算を総平均法に準ずる方法

により行うことには、合理性があるというべきである。 

    エ これに対し、原告は、納税者において評価方法を選定しなかった場合には、厳密な原価

管理が行われていない可能性がある以上、その評価方法を決定する際にも簡便性を重視す

べきである、また、上記ウのとおり、暗号資産に係る譲渡原価の法定評価方法として総平

均法又は移動平均法のみが規定されていることに照らせば、暗号資産に類似する外貨につ

いても法定評価方法として総平均法を採用するのが合理的であるなどと主張する。 

      かかる原告の主張のうち、前者については、そもそも有価証券の法定評価方法として総

平均法に準ずる方法を採用する法４８条３項は、納税者において評価方法の選択がされる

余地を設けていない（すなわち、同一銘柄の有価証券を２回以上にわたって取得する場合

には、常に総平均法に準ずる方法により計算が行われる）ことからすれば、結局のところ、

原告の主張は、複数回の為替取引があった場合の外貨の譲渡原価の計算方法を前記の場合

と同様とすることに合理性があるか否かに収れんされることとなるところ、かかる方法に

合理性があることは前記ウのとおりである。 

      また、後者については、暗号資産に係る譲渡原価の法定評価方法を定めた法４８条の２

が施行されたのは本件各更正処分等及び平成２８年分各通知処分がされた後の平成３１年

４月１日であることからすれば、同条の規定は、処分行政庁が本件においてかかる取扱い

をすべき根拠とはならないというべきである。また、仮にこの点をおくとしても、同条に

法４８条３項と同様に複数回にわたり同一銘柄の暗号資産を取得した場合の取得原価に関

する規定が設けられていないのは、暗号資産が銀行等を介することなく暗号資産交換業者

によってやり取りがされるものであるところ、当該交換業者は多数にわたり一括管理が難

しいことを踏まえ、納税者において取得原価を譲渡時毎に平均化することが困難な場合も
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多い点に配慮したためであることがうかがえるところ、このような暗号資産と外貨との差

異（むしろ、この意味においては、銀行等の第三者を介して取引・管理されているため、

その平均取得価格の計算も容易であるという点で、外貨は有価証券に類似するといえる。）

も踏まえれば、処分行政庁において、複数回の為替取引における外貨の取得原価の算定方

法として総平均法に準ずる方法を採用することには合理性が認められる。 

      以上のとおり、原告の主張はいずれも採用できない。 

  （２）端数処理について小数点以下３位未満を切り上げず、小数点以下を切り上げる方法による

ことに違法な点があるか（同（イ）） 

     上記アの外国通貨の取得価額の計算に当たり、１単位当たりの取得単位に関する小数点以

下の端数処理について、所得税法上特段の定めは設けられていない。そして、小数点以下の

数値について切り上げを行わないと、納税者が行うものも含め事務処理に煩雑さが生ずる

（取引額が大きい場合など、端数処理の有無によって金額に大きな差が生ずる可能性があ

る。）ことをも踏まえれば、小数点以下の端数処理を行わずに計算を行うことにつき不合理

な点も見当たらない。 

     原告は、かかる取扱いにつき、所得税関係法令の端数処理方法や外国為替取引の実務にも

反するなどと主張するが、その具体的な内容について、何ら主張立証はされていない。 

  （３）小括 

     このように、本件為替差損益は雑所得であると認められ、外貨の譲渡原価の計算方法につ

いては総平均法に準ずる方法により行い、かつ、計算の際には小数点以下の端数処理を行う

ことには合理性が認められるものというべきである。そして、かかる理解を前提にしてされ

た処分行政庁の税額計算に、誤りは認められない。 

 第４ 結論 

    以上のとおり、本件訴えのうち、請求の趣旨第３項については却下すべきであり、原告のそ

の余の請求については全て理由がないからいずれも棄却すべきである。よって、主文のとお

り判決する。 

      

東京地方裁判所民事第５１部 

裁判長裁判官 岡田 幸人 

   裁判官 横地 大輔 

   裁判官 中村 陽菜 
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（別紙1)

指定代理人目録

5 

八屋敦子、 ・的場将男、尾形信周、伊藤英一、田名後正範、久保由紀子｀佐藤栄祐

以上
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  （別紙2-1)

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

＿
な
い
し
十
八
（
雀
略
）

十
九
減
価
貴
却
資
産
不
動
産
所
得
若
し
く
は
雑
所
得
の
基
因
と
な
り
、
又
は

不
動
産
所
得
、
事
業
所
得
、
山
林
所
得
若
し
く
は
雑
所
得
を
生
ず
べ
き
業
務
の

用
に
供
さ
れ
る
建
物
、
構
築
物
、
機
械
及
び
装
置
、
船
舶
、
車
両
及
び
運
搬
具
｀

工
具
、
器
具
及
び
備
品
、
鉱
業
権
そ
の
他
の
資
産
で
償
却
を
す
べ
き
も
の
と
し
・

て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

二
十
な
い
し
四
十
八
（
省
絡

●
（
省
略
）

（
績
渡
所
得
）

第
三
士
二
条
譲
渡
所
得
と
は
、
資
産
の
譲
濃
（
建
物
又
は
構
築
物
の
所
有
を
目
的

と
す
る
地
上
権
又
は
賃
借
権
の
設
定
そ
の
他
契
約
に
よ
り
他
人
に
土
地
を
長
期
間

使
f
f
l
さ
せ
る
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

・
じ
。
）
に
よ
る
所
得
を
い
う
。

＇

2

（
省
略
）

3

譲
渡
所
得
の
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
所
得
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
年

中
の
当
該
所
得
に
係
る
総
収
入
金
額
か
ら
当
該
所
得
の
甚
因
と
な
っ
た
賣
産
の
取

得
費
及
び
そ
の
資
産
の
譲
渡
に
要
L
た
費
用
の
額
の
合
計
額
を
控
餘
し
、
そ
の
残

額
の
合
計
額
（
当
該
各
号
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
号
に
掲
げ
る
所
得
に
係
る
総
収
入

金
額
が
当
該
所
得
の
基
因
と
な
っ
た
賽
産
の
取
得
賽
及
び
そ
の
資
産
の
譲
渡
に
要

し
た
費
用
の
額
の
＾
品
品
額
に
潤
た
な
い
場
合
に
は
＇
，
そ
の
不
足
額
に
相
当
す
る
金

額
を
他
の
号
に
掲
げ
る
所
得
に
係
る
残
額
か
ら
控
除
し
た
金
額
り
以
下
こ
の
条
に

0
所
得
税
法

お
い
て
．「
譲
渡
益
」
と
い
う
。
）
か
ら
籐
渡
所
得
の
特
別
控
除
額
を
控
除
し
た
金
額

と
す
る
。

一

資
産
の
麟
渡
（
前
項
の
規
定
に
誼
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
d

）．で
そ
の
資
産
の
取
得
の
日
以
後
五
年
以
内
に
さ
れ
た
も
の
に
よ
る
所
得
（
政

令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
P
)

・
’

二
資
産
の
麟
渡
に
よ
る
所
得
で
前
号
に
掲
げ
る
所
得
以
外
の
も
の

4

前
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
額
は
、
．五
十
万
円
蘊
窪
荘
茄
五
十

万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
顧
渡
益
）
と
す
る
P

、

5

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
麟
渡
益
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除

額
を
控
除
す
る
湯
合
に
は
ま
ず
、
当
該
譲
渡
益
の
う
ち
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る

所
得
に
係
る
部
分
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

（
綽
所
得
）
．

第
三
十
五
条
雑
所
得
と
は
、
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
不
動
産
所
得
、
事
業
所
得
｀

袷
与
所
得
退
職
西
得
山
林
所
得
譲
渡
所
得
及
び

一
時
所
得
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
所
得
を
い
う
。

2
な

い

し

4

盆
2

略
）

（
必
要
経
費
｝

第
三
十
七
条
そ
の
年
分
の
不
動
産
所
得
の
金
額
、
事
業
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得

の
金
額
（
事
業
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
の
う
ち
山
林
の
伐
採
又
ぱ
譲
渡
．

に
係
る
も
の
並
び
に
雑
所
得
の
金
額
の
う
ち
第
三
十
五
条
第
三
項
（
公
的
年
金
等

．の
定
義
）
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
も
の
を
餘
く
。
）
の
計
算
上
必
要
経
費

に
算
入
す
べ
き
金
額
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
れ
ら
の
所
得
の

総
収
入
金
額
に
係
る
売
上
原
価
そ
の
他
当
誼
総
収
入
金
額
を
得
る
た
め
直
接
に
要

し
た
費
用
の
額
及
び
そ
の
年
に
お
け
る
販
売
費
、
一
般
管
理
費
そ
の
他
こ
れ
ら
の
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（別紙2 ー1)

所
得
を
生
ず
べ
き
業
務
に
つ
い
て
生
じ
た
賽
用
（
償
却
費
以
外
の
費
用
で
そ
の
年

に
お
い
て
債
務
の
確
定
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
額
と
す
る
。

．

2

山
林
に
つ
き
そ
の
．年
分
の
事
業
所
得
の
金
額
、
山
林
所
得
の
金
顕
又
は
雑
所
得

の
金
額
の
計
算
上
必
要
経
覺
に
算
入
す
ぺ
き
金
額
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
，

を
除
き
、
そ
の
山
林
の
植
林
費
｀
取
得
に
要
し
た
賽
用
、
管
理
費
＼
伐
採
費
そ
の

他
そ
の
山
林
の
育
成
又
は
醸
渡
に
要
し
た
費
用
（
償
却
費
以
外
の
費
用
で
そ
の
年

に
お
い
て
債
務
の
確
定
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
額
と
す
る
．

． 

！
（
譲
渡
所
得
の
金
額
の
計
算
上
控
除
す
る
取
得
費）
．

． 

第
三
十
八
条
譲
渡
所
得
の
金
額
の
計
算
上
控
除
す
る
資
産
の
取
得
費
は
、
別
段
の

定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
そ
の
賣
産
の
取
得
に
要
し
た
金
額
並
び
に
設
備
費
及

び
改
良
費
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。

．

．

．．
 

2
顧
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
が
家
量
そ
の
他
使
用
又
は
期
間
の
経
過
に
よ
り

減
価
す
る
資
産
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
資
産
の
取
得
費
は
、
同
項

に
規
定
す
る
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
、
そ
の
取
得
の
日
か
ら
譲
渡
の
日
ま

で
の
期
間
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
当
臣
各
号
に
掲
げ
る

金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

．

一
そ
の
資
産
が
不
動
産
所
得
事
業
所
得
山
林
所
得
又
は
綽
所
得
を
生
ず
べ

き
業
務
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
期
間
第
四
十
九
条
第

一
項
函
磁
償
却
資
産

の
償
却
費
の
計
算
及
び
そ
の
償
却
の
方
法
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
期
間
内
の
日

の
属
す
る
各
年
分
の
不
動
産
所
得
の
金
額
、
事
業
所
得
の
金
額
、
山
林
所
得
の

金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
の
計
算
上
必
妻
経
費
に
算
入
さ
れ
る
そ
の
資
産
の

償
却
費
の
額
の
累
積
額

＇

二
前
号
に
掲
げ
る
期
間
以
外
の
期
間

．第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
．

て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
そ
の
資
産
の
当
該
期
間
に
係
る

減
価
の
額

．

（
有
価
証
券
の
譲
渡
原
価
等
の
．計
算
及
び
そ
の
評
価
の
方
法
）

第
囚
十
八
条
居
住
者
の
有
価
証
券
に
つ
き
第
三
十
七
条
第
一
項
（
必
夏
経
費
）

の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
上
必
要
経
費
に
算
入
す

る
金
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
そ
の
年
十
二

月
三
十
一
日
に
お
い
て
有
す
る
有
価
証
券
の
価
額
は
、
そ
の
者
が
有
価
証
券
に

つ
い
て
選
定
し
た
評
価
の
方
法
に
よ
り
評
価
じ
た
金
額
（
評
価
の
方
法
を
選
定

し
な
か
っ
た
場
合
又
は
選
定
し
た
評
価
の
方
法
に
よ
り
評
価
し
な
か
っ
た
場

合
に
は
、
評
価
の
方
法
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
評
価
し
た
金
額
）

と
す
る
。

2

前
項
の
選
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
評
価
の
方
法
の
種
類
、
そ
の
選
定
の
手

続
そ
の
他
有
価
証
券
の
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

3

居
住
者
が
二
回
以
上
に
わ
た
つ
て
取
得
し
た
同
一
銘
柄
の
有
価
証
券
に
つ

・

き
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
維
所
得
の
金
額
の
計
算
上

必
要
経
費
に
算
入
す
る
金
額
又
は
第
三
十
八
条
第
一
項
（
籐
渡
所
得
の
金
額
の

計
算
点
除
す
る
取
得
費
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
鶴
渡
所
得
の
金
額
の
計

算
上
取
得
費
に
算
入
す
る
金
額
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
●
そ
れ
ぞ

れ
の
取
得
に
要
し
た
金
額
を
基
縫
と
し
て
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
評
価
し

た
金
額
と
す
る
。

．

（
暗
号
資
産
の
顧
濃
原
価
等
の
計
算
及
び
そ
の
評
価
の
方
法
）

第
四
十
八
条
の
二
居
住
者
の
瞳
号
資
産

e＄
孟
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
一
年
法
律
第
五
十
元
号
）
第
二
条
第
五
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
暗
号
資
産

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
第
三
十
七
条
第
一
項
・（必

暑
夏
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
事
業
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
の

計
算
上
必
要
経
費
に
算
入
す
る
金
額
を
算
定
す
る
湯
合
に
お
け
る
そ
の
算
定

の
基
縫
と
な
る
そ
の
年
十
二
月
三
十
＿
日
に
お
い
て
有
す
る
隋
号
資
産
の
価

額
は
、
そ
の
者
が
陪
号
資
産
に
つ
い
て
選
定
し
た
評
価
の
方
法
に
よ
り
評
価
し
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  （月l1 紙 2-1)

た
金
額
（
評
価
の
方
法
を
選
定
し
な
か
っ
た
場
合
又
は
選
定
し
た
評
価
の
方
法

に
よ
り
評
価
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
評
価
の
方
法
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
方

法
に
よ
り
評
価
し
た
金
額
）
と
す
る
●

2

前
項
の
選
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
評
価
の
方
法
の
種
類
、
そ
の
選
定
の
手

統
そ
の
他
暗
号
資
産
の
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
減
価
償
却
資
産
の
償
却
費
の
計
算
及
び
そ
の
償
却
の
方
法
）

．

第
四
十
九
条
居
住
者
の
そ
の
年
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
有
す
る
減
価
償

却
賣
産
に
つ
き
そ
の
償
却
費
と
し
て
第
三
十
七
条
（
必
要
経
費
）
の
規
定
に
よ

り
そ
の
者
の
不
動
産
所
得
の
金
額
＞＇
事
業
所
得
の
金
額
、
山
林
所
得
の
金
額
又

は
雑
所
得
の
金
額
の
計
算
上
必
要
経
費
に
算
入
す
る
金
額
は
、
そ
の
取
得
を
し

た
日
及
び
そ
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
償
珂
費
が
毎
年
問
一
と
な
る
償
却
の
方

法
、
償
却
費
が
毎
年
，一
定
の
割
合
で
逓
減
す
る
償
却
の
方
法
そ
の
他
の
政
令
で

定
め
る
償
却
の
方
法
の
中
か
ら
そ
の
者
が
当
該
資
産
に
．つ
い
で
選
定
し
た
償

却
の
方
法
（
償
却
の
方
法
を
選
定
し
な
か
っ
た
湯
合
に
は
、
償
却
の
方
法
の
う

ち
政
令
で
定
め
る
方
法
）
に
基
づ
き
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た

金
額
と
す
る
。

．

2

前
項
の
選
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
償
却
の
方
法
の
特
例
、
償
却
の
方
法
の

選
定
の
手
続
、
償
却
費
の
計
算
の
基
磯
と
な
る
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
、

減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
支
出
す
る
金
額
の
う
ち
使
用
可
能
期
間
を
延
長
さ

．

せ
る
部
分
等
に
対
応
す
る
金
額
を
減
価
債
却
資
産
の
取
得
価
額
と
す
る
特
例

そ
の
他
減
価
償
却
賢
産
の
償
却
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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（別紙2-2)

0
所
得
税
法
箆
行
令

S
価
償
却
資
産
の
範
囲
）

第
六
条
法
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
谷
蘊
0

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産

樗
欄
卸
資
産
、
有
価
証
券
及
び
繰
延
資
産
以
外
の
資
産
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も

の
（
時
の
経
過
に
よ
り
そ
の
価
値
の
減
少
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

＿
な
い
し
五
（
省
略
）

六
車
両
及
び
運
搬
具

七
工
具
、
器
具
及
び
備
品
（
繊
賞
用
、
輿
行
用
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
用
に

供
す
る
生
物
を
含
む
。
）

．
八
（
省
略
）

（
非
事
業
邑
宣
産
の
減
価
の
額
の
計
算
）

第
八
十
五
条
法
第
三
十
八
条
第
二
項
（
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
賣
産
の
減
価
の

額
）
に
規
定
す
る
賣
産
の
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
に
係
る
減
価
の
額
は
へ
当

g
産
の
取
得
に
要
し
た
金
額
並
び
に
設
傭
費
及
び
改
良
費
の
額
の
合
計
額
に
つ

き
、
当
該
資
産
と
同
種
の
減
面
償
却
資
産
に
係
る
第
百
二
十
九
条

S
濫
鵞
品
資

産
の
耐
用
年
数
等
）
に
規
定
す
る
耐
用
年
数
に
一
．
J五
を
乗
じ
て
計
算
し
た
年
数

に
よ
り
第
百
二
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
1

)

（
減
価
償
却
資
産
の
償
却
の
方
法
）

に
規
定
す
る
旧
定
額
法
に
準
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
、
当
該
資
産
の
当
眩
期
間
に

．

係
る
年
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
す
互
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
資
産

と
同
種
の
減
価
償
却
資
産
が
第
百
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ハ
函
面
価
償

却
資
産
の
償
却
累
積
額
に
よ
る
償
却
費
の
特
例
）
に
掲
げ
る
減
価
償
却
資
産
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、
当
荻
計
算
し
た
金
額
は
、
当
該
同
種
の
減
価
償
却
資
産
の
同

号
イ
又
ば
ハ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
イ
又
は
ハ
に
定
め
る
金
額
を
限
度
と
す

る。
2

前
項
の
湯
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
年
数
に
一

9

年
未
瀾
の
端
数
が
あ

る
と
き
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
前
項
に
規
定
す
る
一
•
五
を
乗
じ
て
計
算
し
た
年
数
一
年
未
潰
の
端
数
は
、

切
り
捨
て
る
。

二
前
項
に
規
定
す
る
期
間
に
係
る
年
数
六
月
以
上
の
端
数
は
1

年
と
し
、
六
月

に
満
た
な
い
端
数
は
切
り
捨
て
る
。

（
有
価
証
券
の
評
価
の
方
法
）

第
百
五
条
法
第
四
十
八
条
第
一
項
＇（
有
価
証
券
の
顧
渡
原
価
等
の
計
算
及
び
そ
の

評
価
の
方
法
）
の
規
定
に
よ
る
そ
の
年
十
二
月
三
十
一
日
（
同
項
の
居
住
者
が
年

の
中
途
に
お
い
て
死
亡
し
又
は
出
国
を
し
た
場
合
に
は
●
そ
の
死
亡
又
は
出
国
の

時
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
有
す
る
有
価
証
券
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
期
末
有
価
証
券
j
と
い
う
。

．）
の
評
価
額
の
計
算
上
選
定
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
評
価
の
方
法
は
、
期
末
有
価
証
券
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
方
法
の
う

ち
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
取
得
価
額
を
算
出
し
、
そ
の
算
出
し
た
取
得

価
額
を
も
つ
て
当
庄
期
末
有
価
証
券
の
評
価
額
と
す
る
方
法
と
す
る
。

一
．
総
平
均
法
（
有
価
証
券
を
そ
の
種
類
及
び
銘
柄
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
種

．
類
等
」
と
い
う
。
）
の
異
な
る
ご
と
に
区
別
1
、
そ
の
種
類
等
の
同
じ
も
の
に
つ

い
て
、
そ
の
年
1

月
一
日
に
お
い
て
有
じ
て
い
た
種
頸
等
を
同
じ
く
す
る
有
価
証

券
の
取
得
価
額
の
総
額
と
そ
の
年
中
に
取
得
し
た
種
類
等
を
同
じ
く
す
る
有
価

証
券
の
取
得
価
額
の
総
額
ど
の
合
計
額
を
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
の
総
数
で
除
し

て
計
算
し
た
価
額
を
そ
の
一
単
位
当
た
り
の
取
得
価
額
と
す
る
方
法
を
い
う
。
）

二
移
動
平
均
法
（
有
価
証
券
を
そ
の
種
類
等
の
異
な
る
ご
と
に
区
別
し
、
そ
の
種

類
等
の
同
じ
も
の
に
つ
い
て
、
当
初
の
一
単
位
当
た
り
の
取
得
価
額
が
、
種
類
等

を
同
じ
く
す
る
有
価
証
券
を
再
び
取
得
し
た
場
合
に
は
そ
の
取
得
の
時
に
お
い

て
有
す
る
当
該
有
価
証
券
と
そ
の
取
得
し
た
有
価
証
券
と
の
数
及
び
取
得
価
額

を
基
縫
と
し
て
算
出
し
た
平
均
単
価
に
よ
つ
て
改
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
以

後
種
類
等
を
同
じ
く
す
る
有
価
証
券
を
取
得
す
る
都
度
同
様
の
方
法
に
よ
り
一
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  (jjJJ紙 2-2)

単
位
当
た
り
の
取
得
価
額
が
改
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
年
十
二
月
三
十

一
日
か
ら
最
も
近
い
日
に
お
い
て
改
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
一
単
位
当

た
り
の
取
得
価
額
を
そ
の
一
単
位
当
た
り
の
取
得
価
額
と
す
る
方
法
を
い
う
。
）

2

（
省
略
）

（
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
有
価
証
券
の
取
得
賛
等
）

第
百
十
八
条
居
住
者
が
法
第
四
十
八
条
第
J
二
項
（
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
有
価

証
券
の
取
得
費
等
の
計
算
）
に
規
定
す
る
二
回
以
上
に
わ
た
つ
て
取
得
し
た
同
一

銘
柄
の
有
価
証
券
で
綽
所
得
又
は
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
も
の
を
醸
渡
し
た
場

合
に
は
、
そ
の
顧
渡
に
つ
き
法
第
三
十
七
条
第
一
項
蕊
必
要
経
費
）
の
規
定
に
よ

り
そ
の
者
の
そ
の
顧
渡
の
日
の
属
す
る
年
分
の
綽
所
得
の
金
額
の
計
算
上
必
蔓
経

費
丘
昇
入
す
る
金
額
又
は
法
第
三
十
八
条
第
一
項
（
譲
複
所
得
の
金
籟
の
計
算
上

控
除
す
る
取
得
琶
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
当
該
年
分
の
麒
渡
所
得
の
金
額
の

計
算
上
取
得
費
に
算
入
す
る
金
額
は
、
当
該
有
価
証
券
を
最
初
に
取
得
し
た
時
（
そ

の
後
既
に
当
該
有
値
証
券
の
譲
渡
を
し
て
い
る
場
合
に
は
、
直
前
の
譲
裟
の
時
．

•

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
当
該
譲
渡
の
時
ま
で
の
期
間
を
基
礎
と
し

て
、
当
該
最
初
に
取
得
し
た
時
に
お
い
て
有
し
て
い
た
当
該
有
価
証
券
及
び
当
該

期
間
内
に
取
得
し
た
当
該
有
価
証
券
に
つ
き
第
百
五
条
第
一
項
第
一
号
盆
総
平
均

法
）
に
掲
げ
る
総
乎
法
に
準
ず
る
万
法
に
よ
っ
て
算
出
し
た
一
単
位
当
た
り
の

金
額
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

，
．． 

2

（
省
略
）

（
瞳
号
資
産
の
法
定
評
価
方
法
）

．

第
百
十
九
条
の
五
法
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
（
暗
号
資
産
の
麒
渡
原
価
等
の
計

算
及
び
そ
の
評
価
の
方
法
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
第
百
十
九
条

の
二
第
一
項
第
一
号
（
暗
号
資
産
の
評
価
の
方
法
）
に
掲
げ
る
総
平
均
法
に
よ
り

算
出
し
た
取
得
価
額
に
よ
る
評
価
の
方
法
と
す
る
。

2 

（
省
略
）
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（別紙2-3)

0 所得税基本通達

（美術品等についての減価償却資産の判定）

2-14 「時の経過によりその価値の減少し・ない資産」は減価償却資産に該当し

ないこ．ととされているが、次に掲げる羨術品等は「時の経過によりその価値の減

少しない資産」と取り扱う。（昭 5 5直所 3-19 、直法 6-8 、平元直所 3-1

;4 、直法6-9 、直資 3-8 、平 2 .6 課個 2-20 、課審 5-:-26 改正）

{l) 古美術品、古文書、出士品、遺物等の•ように歴史的価値又は希少価値を有し、

代蓄性のないもの

(2) (1) 以外の美術品等で、取得価額が 1点 100 万円以上であるもの（時の経過

によりその価値が減少することが明らかなものを除く c)

（注）

1 . 時の経過によりその価値が減少することが明らかなものには、例えば、会館の

ロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示

用（有料で公開するものを除く。）として個人が取得するもののうち、移設するこ

とが困羅で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用

途に転用するど仮定した場合．iこその設量状況や使用状況から見て美術品等として

の市場価値が見込まれないものが含まれる。

・2 取得価額紅 1 点 1.0 ~方円未満9であるもの（時の経過によりその価値が減少し

ないことが明らかなものを除く，）は減価償却資産と取り扱う。 ・
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 （別紙 2-4)
r ·—— 
竺:.i

• • ,9 / 

0 所得税法基本通達（平成 26 年 1 2月 1 9 日・課個 2-20 による改正前のもの）

（書画、骨とう等）

2-14 書画、骨とう（複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用される

ものを除く。以下この項において同じ。）のように、時の経過によりその価値が減

少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは

原則として書画骨とうに該当する。（昭 55 直所3 -;-- 1 9 、直法6-8 、平元直所

3 -e- 14 、直法6-9 、直資 3..:...8 改正）

(1) 古美楕品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、

代替性のないもの

(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画；彫刻、工芸品等

（注） 書画、骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が

1点20 万円（絵画にあっては、号 2 万円）未満であるものについては、減価償却

資産として取り扱うことができるものとする。



27 

 

（別紙３） 

課税の根拠及び計算 

 

 １ 平成２７年分 

   原告の平成２７年分の所得税等の納付すべき税額等は、次のとおりである。 

 （１）総所得金額 ２億４８０１万３９１１円 

    上記金額は、次のアないしエの各金額（ただし、ウ（イ）の長期譲渡所得の金額については

２分の１に相当する金額。法２２条２項）の合計額である。 

   ア 事業所得の金額 １億１３７９万４０２７円 

     上記金額は、原告が平成２７年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同類である。 

   イ 不動産所得の金額 ０円 

     上記金額は、原告が平成２７年分確定申告書に記載した不動産所得の金額と同額である。 

   ウ 譲渡所得の金額 １億２７９４万３５４４円 

     上記金額は、（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

   （ア）短期譲渡所得の金額 ０円 

      上記金額は、法３３条３項１号に規定する譲渡所得の金額であり、次のａの総収入金額

９５万９４３６円からｂの取得費７６万５８９２円を控除した後、同条４項の規定による

譲渡所得の特別控除額１９万３５４４円（譲渡所得の譲渡益が５０万円に満たない場合に

は当該譲渡益が特別控除額になる。）を、同条５項の規定により控除した金額である。 

      ａ 総収入金額                        ９５万９４３６円 

        上記金額は、原告が平成２７年中に譲渡した車両（Ｍ。以下「Ｍ」という。）の譲

渡に係る収入金額である。 

      ｂ 取得費 ７６万５８９２円 

        上記金額は、原告がＭを平成２４年６月１５日に取得した際の取得価額２９７万７

６８６円から、譲渡日までの減価の額２２１万１７９４円を差し引いた金額である。 

   （イ）長期譲渡所得の金額 １億２７９４万３５４４円 

      上記金額は、法３３条３項２号に規定する譲渡所得の金額であり、次のａの総収入金額

１億３５００万円からｂの取得費６７５万円を控除した後、同条４項の規定による譲渡所

得の特別控除額３０万６４５６円（５０万円から前記（ア）で控除した特別控除額１９万

３５４４円を差し引いた残額）を、同条５項の規定により控除した金額である。 

      ａ 総収入金額 １億３５００万円 

        上記金額は、原告が平成２７年中に譲渡した、本件車両Ａの譲渡に係る収入金額で

ある。 

      ｂ 取得費 ６７５万円 

        上記金額は、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費であり、本件車両Ａは法３８

条２項に規定する「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当するため、平成

９年１１月７日に取得した金額５３８９万６４５０円から、譲渡の日までに減価した

金額を控除して計算することとなるが、本件車両Ａについては、譲渡に係る収入金額

の１００分の５に相当する金額を取得費として取り扱う（基本通達３８－１６参照）。 

   エ 雑所得の金額 ７０２４万８１１２円 
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     上記金額は、次の（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

   （ア）公的年金等に係る雑所得の金額 ０円 

      上記金額は、原告が平成２７年分確定申告書に記載した公的年金等に係る雑所得の金額

と同額である。 

   （イ）本件為替差損益に係る雑所得の金額 ７０２４万８１１２円 

      上記金額は、原告が平成２７年中に行った本件為替差損益の額の合計額である。 

      なお、上記金額の具体的な計算方法等については、別表１－１に記載したとおりであり、

本件為替差損益に係る所得は雑所得に該当する。また、本件外貨預金口座の残高の円換算

額（別表１－１の「米ドルの取得価額（円換算額）の計算」の「⑦ ④の円換算額」欄）

の計算は、総平均法に準ずる方法によるべきである。 

 （２）所得控除の額の合計額 １６４万４０９５円 

    上記金額は、原告が平成２７年分確定申告書に記載した所得から差し引かれる金額の合計額

と同額である。 

 （３）課税総所得金額 ２億４６３６万９０００円 

上記金額は、前記（１）の総所得金額から前記（２）の所得控除の額の合計額を控除した後

の金額（ただし、通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後の

もの。後記２（３）及び３（３）において同じ。）である。 

 （４）申告納税額 １億０８２９万７５００円 

上記金額は、次のアの課税総所得金額に対する税額にイの復興特別所得税の額を加算した金

額（ただし、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関

する特別措置法（平成２３年法律第１１７号。以下「復興財源確保法」という。）２４条２項

の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。後記２（４）及び３（４）におい

て同じ。）である。 

   ア 課税総所得金額に対する税額 １億０６０７万００５０円 

     上記金額は、前記（３）の課税総所得金額に法８９条１項に規定する税率を乗じて算出し

た金額である。 

   イ 復興特別所得税の額 ２２２万７４７１円 

     上記金額は、前記アの金額に、復興財源確保法１３条が規定する１００分の２．１の税率

を乗じて算出した金額（１円未満の端数を切り捨てた後のもの。後記２（４）イ及び３（４）

イにおいて同じ。）である。 

 （５）納付すべき税額 ８８６６万１７００円 

    上記金額は、前記（４）の申告納税額１億０８２９万７５００円から、原告が平成２７年分

確定申告書に記載した予定納税額１９６３万５８００円を控除した後の金額である。 

 ２ 平成２８年分 

   原告の平成２８年分の所得税等の納付すべき税額等は、次のとおりである。 

 （１）総所得金額 １億１１７４万７６３９円 

    上記金額は、次のアないしウの各金額（ただし、ウの譲渡所得の金額（長期）については２

分の１に相当する金額。法２２条２項）の合計額である。 

    なお、エの雑所得の金額の計算上生じた損失を他の所得から控除することはできない（法６

９条１項参照）。 
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   ア 事業所得の金額 ９３２９万２９９１円 

     上記金額は、原告が平成２８年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同額である。 

   イ 不動産所得の金額 ０円 

     上記金額は、原告が平成２８年分確定申告書に記載した不動産所得の金額と同額である。 

   ウ 譲渡所得の金額（長期） ３６９０万９２９７円 

     上記金額は、法３３条３項２号に規定する譲渡所得の金額であり、次の（ア）の総収入金

額４３００万円から（イ）の取得費５５９万０７０３円を控除した後、同条４項の規定によ

る譲渡所得の特別控除額５０万円を控除した金額である。 

   （ア）総収入金額 ４３００万円 

      上記金額は、次のａないしｃの各金額の合計額である。 

      ａ 本件車両Ｂの譲渡に係る収入金額 ２３００万円 

        上記金額は、原告が平成２８年中に譲渡した本件車両Ｂの譲渡に係る収入金額であ

る。 

      ｂ 本件車両Ｃの譲渡に係る収入金額 ８５０万円 

        上記金額は、原告が平成２８年中に譲渡した本件車両Ｃの譲渡に係る収入金額であ

る。 

      ｃ 本件車両Ｄの譲渡に係る収入金額 １１５０万円 

        上記金額は、原告が平成２８年中に譲渡した本件車両Ｄの譲渡に係る収入金額であ

る。 

   （イ）取得費 ５５９万０７０３円 

      上記金額は、次のａないしｃの各金額の合計額である。本件車両Ｂ、本件車両Ｃ及び本

件車両Ｄは、いずれも法３８条２項に規定する「使用又は期間の経過により減価する資産」

に該当するから、譲渡所得の金額の計算において控除する取得費は、原則としてその取得

価額から譲渡の日までの減価の額を控除して計算することになる。 

      ａ 本件車両Ｂの取得費 １１５万円 

        上記金額は、本件車両Ｂの取得費であり、前記（ア）ａの収入金額２３００万円の

１００分の５に相当する金額を取得費として取り扱う（基本通達３８－１６参照。）。 

      ｂ 本件車両Ｃの取得費 ９１万６７９８円 

        上記金額は、本件車両Ｃの取得価額１８３３万５９５０円から、その譲渡の日まで

の減価の額１７４１万９１５２円を控除した後の金額である。 

      ｃ 本件車両Ｄの取得費 ３５２万３９０５円 

        上記金額は、本件車両Ｄの取得価額３４９２万４７２０円から、その譲渡の日まで

の減価の額３１４０万０８１５円を控除した後の金額である。 

   エ 雑所得の金額 △２９５９万３９９０円 

     上記金額は、原告が平成２８年分中に行った本件外貨取引により生じた為替差損益（本件

為替差損益）の金額である（別表１－２参照）。 

     なお、上記金額の前の△は、損失の金額を表す（以下、特に断らない限り同じ。）。 

 （２）所得控除の額の合計額 １７８万９６１０円 

    上記金額は、原告が平成２８年分確定申告書に記載した所得から差し引かれる金額の合計額

と同額である。 
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 （３）課税総所得金額 １億０９９５万８０００円 

    上記金額は、前記（１）の総所得金額から前記（２）の所得控除の額の合計額を控除した後

の金額である。 

 （４）申告納税額                          ４５６２万３４００円 

    上記金額は、次のアの課税総所得金額に対する税額にイの復興特別所得税の額を加算した金

額である。 

   ア 課税総所得金額に対する税額 ４４６８万５１００円 

     上記金額は、前記（３）の課税総所得金額に法８９条１項に規定する税率を乗じて算出し

た金額である。 

   イ 復興特別所得税の額 ９３万８３８７円 

     上記金額は、前記アの金額に、復興財源確保法１３条が規定する１００分の２．１の税率

を乗じて算出した金額である。 

 （５）納付すべき税額                        １４５３万６８００円 

上記金額は、前記（４）の申告納税額から、原告が平成２８年分確定申告書に記載した予定

納税額３１０８万６６００円を控除した後の金額である。 

 ３ 平成２９年分 

   原告の平成２９年分の所得税等の納付すべき税額等は、次のとおりである。 

 （１）総所得金額 ８３７３万５５７３円 

    上記金額は、次のアないしエの各金額の合計額であり、原告が平成２９年確定申告書に記載

した金額と同額である。 

    なお、オの雑所得の金額の計算上生じた損失を他の所得から控除することはできない（法６

９条１項参照）。 

   ア 事業所得の金額 ７９５万６３６６円 

     上記金額は、原告が平成２９年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同額である。 

   イ 不動産所得の金額 １１８万３２９１円 

     上記金額は、原告が平成２９年分確定申告書に記載した不動産所得の金額と同額である。 

   ウ 給与所得の金額 ７４８０万円 

     上記金額は、原告が平成２９年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 

   エ 譲渡所得の金額 △２０万４０８４円 

     上記金額は、次の（ア）及び（イ）の各金額の合計額であり、原告が平成２９年分確定申

告書に記載した譲渡所得の金額と同額である。 

   （ア）短期譲渡所得の金額 ０円 

      上記金額は、原告が平成２９年分確定申告書に記載した短期譲渡所得の金額と同額であ

る。 

   （イ）長期譲渡所得の金額 △２０万４０８４円 

      上記金額は、原告が平成２９年分確定申告書に記載した長期譲渡所得の金額と同額であ

る。 

   オ 雑所得の金額 △９５８１万３７３５円 

     上記金額は、原告が平成２９年分中に行った本件外貨取引により生じた為替差損益（本件

為替差損益）の額の合計額である（別表１－３参照）。 
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 （２）所得控除の額の合計額 １７８万５７７０円 

    上記金額は、原告が平成２９年分確定申告書に記載した所得から差し引かれる金額の合計額

と同額である。 

 （３）課税総所得金額 ８１９４万９０００円 

    上記金額は、前記（１）の総所得金額から前記（２）の所得控除の額の合計額を控除した後

の金額であり、原告が平成２９年分確定申告書に記載した課税総所得金額と同額である。 

 （４）申告納税額 ２９６万２６００円 

    上記金額は、次のアの課税総所得金額に対する税額にイの復興特別所得税の額を加算した後

に、ウの源泉徴収税額を差し引いて算出した金額であり、原告が平成２９年分確定申告書に

記載した所得税及び復興特別所得税の申告納税額と同額である。 

   ア 課税総所得金額に対する税額 ３２０８万１０５０円 

     上記金額は、前記（３）の課税総所得金額に法８９条１項に規定する税率を乗じて算出し

た金額であり、原告が平成２９年分確定申告書に記載した課税総所得金額に対する税額と同

額である。 

   イ 復興特別所得税の額 ６７万３７０２円 

     上記金額は、前記アの金額に、復興財源確保法１３条が規定する１００分の２．１の税率

を乗じて算出した金額であり、原告が平成２９年分確定申告書に記載した復興特別所得税の

額と同額である。 

   ウ 源泉徴収税額 ２９７９万２０９２円 

     上記金額は、原告が平成２９年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

 （５）納付すべき税額 △２１８０万０２００円 

    上記金額は、前記（４）の申告納税額から、原告が平成２９年分確定申告書に記載した予定

納税額２４７６万２８００円を控除した後の金額であり、原告が平成２９年分確定申告書に

記載した還付金の額に相当する税額と同額である。 

    なお、上記金額の前の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 

 ４ 本件における各増額更正処分の適法性について 

 （１）平成２７年分 

    被告が本訴において主張する原告の平成２７年分の所得税等の納付すべき税額は、前記１

（５）のとおり８８６６万１７００円であるところ、当該金額は、処分行政庁が平成３０年

８月２１日付けで行った原告の平成２７年分の所得税等の増額更正処分（以下「平成２７年

分更正処分」という。）における納付すべき税額８８５７万８５００円を上回る。 

 （２）平成２８年分 

    被告が本訴において主張する原告の平成２８年分の所得税等の納付すべき税額は、前記２

（５）のとおり１４５３万６８００円であるところ、当該金額は、処分行政庁が平成３０年

８月２１日付けで行った原告の平成２８年分の所得税等の増額更正処分（以下「平成２８年

分更正処分」という。）における納付すべき税額と同額である。 

 （３）平成２９年分 

    被告が本訴において主張する原告の平成２９年分の所得税等の納付すべき税額（還付金の額

に相当する税額）は、前記３（５）のとおり△２１８０万０２００円であるところ、上記金

額は、原告が平成２９年分確定申告書に記載した還付金の額に相当する税額と同類である。 
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 ５ 本件における各賦課決定処分の根拠及び適法性について 

（１）平成２７年分更正処分及び平成２８年分更正処分により原告が新たに納付すべき税額の計算

の基礎となった事実のうちに、上記各更正処分前における税額の計算の基礎とされていなかっ

たことについて、通則法６５条（平成２７年分更正処分に係る過少申告加算税の賦課決定処分

については、平成２８年法律１５号による改正前のもの。平成２８年分更正処分に係る過少申

告加算税の賦課決定処分については、平成２８年法律第１５号による改正後のもの。以下、特

に断りのない限り同じ。）４項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

    したがって、平成２７年分更正処分及び平成２８年分更正処分に基づき原告に賦課される平

成２７年分及び平成２８年分の各過少申告加算税の額は、通則法６５条１項及び同２項に基

づき算定された次のア及びイの各金額となる。 

   ア 平成２７年分の過少申告加算税の額 ６９０万５５００円 

     上記金額は、次の（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

   （ア）通常分の過少申告加算税の額 ６１５万８０００円 

      上記金額は、通則法６５条１項の規定及び復興財源確保法２４条４項の規定に基づき、

原告が平成２７年分更正処分により新たに納付すべき税額６１５８万円（ただし、通則法

１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。後記（イ）並びにイ

（ア）及び（イ）において同じ。）に１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

   （イ）加重分の過少申告加算税の額 ７４万７５００円 

      上記金額は、通則法６５条２項及び復興財源確保法２４条４項の規定に基づき、原告が

平成２７年分更正処分により新たに納付すべき税額６１５８万４２００円のうち、平成２

７年分の所得税等に係る期限内申告税額４６６３万０１００円（平成２７年分確定申告書

に記載された納付すべき税額２６９９万４３００円に平成２７年分の予定納税額１９６３

万５８００円を加算した金額）に相当する金額と５０万円のいずれか多い方の金額である

４６６３万０１００円を超える部分に相当する税額１４９５万円（ただし、通則法１１８

条３項及び復興財源確保法２４条６項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた

後のもの。）に１００分の５の割合を乗じて計算した金額である。 

   イ 平成２８年分の過少申告加算税の額 

     上記金額は、次の（ア）及び（イ）の各金額の合計額である。 

   （ア）通常分の過少申告加算税の額 ８４万７０００円 

      上記金額は、通則法６５条１項の規定及び復興財源確保法２４条４項の規定に基づき、

平成２８年分更正処分により原告が新たに納付すべき税額８４７万円に１００分の１０の

割合を乗じて計算した金額である。 

   （イ）国外送金等調書法に基づく加重分 ４２万３５００円 

      上記金額は、国外送金等調書法６条の３第２項により準用する法６条２項の規定に基づ

き、平成２８年分更正処分により原告が新たに納付すべき税額８４７万円に１００分の５

の割合を乗じて計算した金額である。 

      原告は、平成２７年分において、法１２０条１項の規定による申告書を提出すべき者で

あり、同年分の総所得金額が２０００万円を超え、かつ、平成２７年１２月３１日におい

て有する財産が３億円以上であったから、原告は、「同日において有する財産の種類、数

量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書」を平成２８年３月１５日
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までに所轄税務署長に提出しなければならなかったところ（国外送金等調書法６条の２第

１項）、原告は、当該調書を処分行政庁に提出している。 

      処分行政庁は、原告の平成２８年分の所得税等について、本件車両Ｂ、本件車両Ｃ及び

本件車両Ｄの譲渡に係る所得の申告漏れを理由とする平成２８年分更正処分を行ったとこ

ろ、当該処分により新たに納付すべき税額には通則法６５条の規定の適用があり、平成２

７年分財産債務調書には、上記所得の基因となった財産である本件車両Ｂ、本件車両Ｃ及

び本件車両Ｄの記載がなかったから、平成２８年分更正処分に係る過少申告加算税の額は、

同条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額に、上記金額（４２万３５００

円）を加算した金額となる（国外送金等調書法６条２項）。 

 （２）前記（１）ア及びイのとおり、平成２７年分更正処分及び平成２８年分更正処分に伴い原告

に賦課される過少申告加算税の額は、それぞれ６９０万５５００円及び１２７万０５００円

であるところ、当該各金額は、本件各更正処分等における過少申告加算税の額といずれも同

額である。 
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（別紙４） 

当事者の主張の要旨 

 

 １ 争点（１）（平成２８年分各通知処分の取消請求（請求の趣旨３項）に係る訴えの利益の有無

－本案前の争点） 

 （被告の主張） 

   平成２８年分の所得税等に関しては、①通知処分、②増額更正処分、③再度の通知処分がされ

ているところ、このような場合、増額更正処分に対する取消訴訟をもって争えば足り、平成２８

年分各通知処分（上記①及び③）の取消訴訟（請求の趣旨３項）は訴えの利益がない。 

 （原告の主張） 

   争う。 

 ２ 争点（２）ア（本件各更正処分等の適法性（本案の争点）－本件車両Ａ及びＢの減価償却資産

該当性） 

 （被告の主張） 

 （１）ア（ア）法は、譲渡所得において課税対象となる「増加益」を、資産の譲渡により生じた収

入から、個別資産の状況に関係なく機械的に調整された取得費を控除して算定するも

のと定め、かかる方法により外的条件による客観的価値変化を測定し、これを譲渡所

得として課税することとしている。そして、減価資産については、当該取得費の調整

（機械的な控除）の際に用いられる「減価相当額」は減価償却費に係る規定の累計額

又はこれに準ずる額とされていることからすれば、法３８条２項に規定する「使用又

は期間の経過により減価する資産」とは、減価償却資産となるものと一致するものと

解される。そうすると、法は、譲渡所得の基因となる資産の個別的な事情を考慮せず、

あらかじめ法定した方法により機械的に取得費調整を行って譲渡所得を算定すること

とし、もって、譲渡所得の算定方法を簡便で合理的な方法に統一し、納税者の負担を

軽減するとともに、譲渡所得に係る課税の公平を図っているものと解することができ

る。 

     （イ）減価償却資産に関する規定は、ある資産が企業にとって長期間にわたって収益を生

み出す源泉である場合に、その取得に要した金額は、将来の収益に対する費用の一括

前払の性質をもっていると考え、費用収益対応の原則（ある収入を得た年に、当該収

入との関係で必要経費として計上されるのは、当該収入に対応した支出のみであると

する原則）から、減価償却資産の取得費は、使用又は時間の経過によってそれが減価

するのに応じて徐々に費用化すべきものであるとの理解に基づいて設けられたもので

あると解される。これを前提にすれば、使用又は時間の経過によって価値が減少しな

い資産については、それを業務の用に供したとしても、その取得費を徐々に費用化す

る必要はないというべきであり、施行令６条が、その括弧書きにより「時の経過によ

りその価値の減少しないもの」を減価償却資産の範囲から除いているのは、その趣旨

を明らかにしたものと解される。 

     （ウ）さらに、法は、固定資産の耐用年数については、課税の公平の観点から、減価償却

資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「耐用年数省令」

という。）において、個々の固定資産の実際の物質的又は経済的効用の消失の程度に
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かかわらず、固定資産の種類毎の効用持続年数を一律に定めている。このことからす

れば、法及び耐用年数省令により減価償却資産に当たるとして耐用年数が法定された

固定資産については、当該資産に、時の経過によって本来の用途により効果を挙げる

ことができるか否かが左右されない、すなわち時の経過によって減価しない（換言す

れば、使用又は期間の経過による減耗等により減少する価値を全く又はほとんど含ん

でおらず、当該資産の価値が、専ら、時の経過に伴って形成された固有の価値（歴史

的価値）や、その量や数が極めて少ないことによって市場に生じた需要と供給の不均

衡状態に基因した価値（希少価値）等、使用又は期間の経過によっても減少すること

のない価値にあることにより、使用又は期間の経過による減耗等による価値の減少が

存在しないか又は当該資産の資産価値に照らして著しく小さいと認められる場合）と

認められる例外に当たる事情のない限り、「使用又は期間の経過により減価する資産」

（法３８条２項）に当たるものと解すべきである。 

        そして、その資産価値のうちに、資産の性質から通常想定される使用又は期間の経

過により減耗、損耗して失われる本来の効用による使用価値と希少価値等の両方が含

まれている資産については、減耗するなどして失われる使用価値が含まれている以上、

外的条件による客観的価値変化があるものと解するべきであり、それが「使用又は期

間の経過により減価する資産」の文理解釈にも整合する。加えて、減価資産について

は機械的に減価償却の計算方法により減価相当額を計算しようとした取得費調整の趣

旨からも、かかる資産は減価償却資産に該当すると解するのが相当といえる。なお、

当該「使用又は期間の経過により減価する資産」該当性判断の基準時は、当該資産の

取得時とすべきである。 

        これに対し、原告は、「時の経過によりその価値の減少しない」資産に該当するか

否かの判断を、問題となる資産の価額が収益稼得能力に着目して形成されているのか

又は希少性に着目して形成されているのかという観点から行うべき旨をいう。しかし、

本件で問題とされるのは、譲渡所得の基因となる資産が法３８条２項にいう「使用又

は期間の経過により減価する資産」に該当するか否かであるところ、これを、問題と

なる資産の価額が「収益稼得能力」に着目して形成されているのか、「希少性」に着

目して形成されているのかによって判断することに合理性を見いだすことはできない。

そもそも、資産の価値の形成理由には様々な要素が考えられ、原告が主張するように

二分して考えるべき根拠は見当たらない。そうすると、原告のいう収益稼得能力や希

少性に着目して価額が形成されているか否かのみによって、当該資産が「使用又は期

間の経過により減価する資産」に当たるか否かを判断することはできないものという

べきである。 

    イ 本件車両Ａ及びＢは、法２条１項１９号が減価償却資産として明示する「車両及び運搬

具」に該当し、耐用年数省令別表第一が掲げる「自動車」に該当する。したがって、本件

車両Ａ及びＢは、時の経過によっても本来の用途により効果を挙げることができるか否か

が左右されないと認められる例外的な事情がない限り、「使用又は期間の経過により減価

する資産」に当たる。そして、自動車における「減価」とは、飽くまでも、収益を生み出

す源泉として、それぞれの資産が有する価値（効用。自動車の場合、内燃機関により動力

を生み出し、人や物を乗せて移動させることを意味する。）であるから、かかる効用が減
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少しない例外的な場合とは、その固定資産の本来の用途、用法によって現に通常予定され

る効果（通常の効用）が使用又は期間の経過の影響を受けずに発揮され続ける（すなわち、

人や物を乗せて移動すること以外に求められる）と認められる場合を指すと解される。 

      そして、新車を始めとする、製造後間もなく取得された自動車については、その取得価

額が、専ら歴史的価値や希少価値等の使用又は期間の経過によっても減少することのない

価値のみによって構成されるということが、およそ想定できない以上、ある自動車が、例

外的に「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当しない場合とは、少なくとも製

造後相当の期間が経過した後に取得された中古車であり、その取得価額が、専ら、時の経

過に伴って形成された固有の価値（歴史的価値）や、その量や数が極めて少ないことによ

って市場に生じた需要と供給の不均衡状態に基因した価値（希少価値）等、使用又は期間

の経過によっても減少することのない価値によって構成されているため、使用又は期間の

経過による減耗等が取得価額に全く又はほとんど影響を及ぼさないことが客観的に認めら

れる場合など、極めて例外的な場合に限られるものと解するのが相当である。 

    ウ 基本通達２－１４及び改正前基本通達２－１４は、器具、備品に該当する資産において、

生産から相当の年数の経過によって、生産当初予定された用途・用法が「使用」であった

ものが「鑑賞」へと変質した場合には、それが本来の用途、用法となり、多数の人が鑑賞

してもその価値が損なわれることはなく、現に通常予定される効果が使用又は期間の経過

の影響を受けずに発揮され続けるものとなったものと評価することができ、かつ、既に生

産されてから相当の年数が経過したことにより歴史的価値又は希少価値を有するゆえに、

客観的にみて代用できるものがないことが明らかなものであれば、生産当初予定された用

途・用法ではなく、鑑賞を本来の用途、用法として現に通常予定される効果が使用又は期

間の経過の影響を受けずに発揮され続けるものと解した上で設けられた規定ということが

できる。 

      そして、改正前基本通達２－１４が「書画、骨とう」を「時の経過によりその価値が減

少しない資産」の例示として挙げていたこと、同（１）及びその内容を引き継いだ基本通

達２－１４の（１）が、「歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの」などと定

め、明示的に当該資産の非代替性に着目していることからすれば、基本通達２－１４の

（１）は、生産から相当年数を経過したことにより、歴史的価値又は希少価値を有し、か

つ、代替性のないものを意味するものと解すべきである（なお、基本通達２－１４と同時

期に整備され、これと同内容の取扱いを定める法人税基本通達７－１－１については、そ

の創設経緯として、古美術品、古文書、出土品、遺物等につき「歴史的価値とか、希少価

値があつて、代替性がない、かけがえがない」ものと整理して償却する必要がない旨整理

したこと、古美術品、古文書としては、一般的には１００年以上前のものを指すとの理解

に立っていることが示されている。）。 

      以上を前提とすると、上記アにおける「資産の本来の用途、用法によって現に通常予定

される効果（通常の効用）が使用又は期間の経過の影響を受けずに発揮され続ける」場合

とは、単に所有者が展示に用いるという目的を有するのみならず、上記の書画・骨とうに

類するもの、自動車についていえば、その取得時において、既に、生産されてから相当の

年数が経過したことにより、歴史的価値又は希少価値を有するもので、かつ、客観的にみ

て代用できるものがない（代替性がない）ことが明らかなものに該当する場合をいうと解
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するべきである。 

      これに対し、原告は、基本通達２－１４及び改正前基本通達２－１４は、古美術等のよ

うな歴史的価値や非代替性に着目するのではなく、機能的価値から離れた美術品としての

市場価値が付くかどうかを基準に、「時の経過によりその価値が減少しない資産」に該当

するものとして取り扱っている旨主張する。 

      しかし、そもそも基本通達２－１４及び改正前基本通達２－１４が、単に、機能的価値

から離れた美術品として一定の市場価値が付くか否かのみを判断基準としているとは解さ

れないのは上記のとおりである上、仮に原告が主張するように、「機能的価値から離れた

美術品としての市場価値が付くかどうか」により減価償却資産該当性が判断されることが

あるとの前提に立ったとしても、それは飽くまで、資産そのものの価値ではない外的条件

によってのみ価値が定まるという特殊性を有することから、減価償却資産であるかどうか

を明確に区別することが困難である上、鑑賞等の形で消費されることによりその価値が逓

減していくものでもないから、時の経過により価値が増加することはあっても、少なくと

も一般的な減価償却資産同様に漸次価値が減少していくものではないという美術品の性質

に由来する特殊事情を踏まえ、美術品に限定した例外的な取扱いを定めるものにすぎず、

美術品以外の資産についても直ちに同様に解することはできないというべきである。 

      以上のとおり、基本通達２－１４は、全ての資産について、当該資産の価値が、美術的

価値等、機能を離れて形成されている場合には常に「時の経過によりその価値が減少しな

い資産」に該当しない旨をいうものではないから、原告の主張は失当である。 

 エ 原告は、全世界で５００ないし６００丁が存在するＮのヴァイオリンにつき減価償却

費の損金算入を否認した課税実務を根拠に、「時の経過によりその価値の減少しない」資

産該当性は、古美術等のような歴史的価値や非代替性の有無等を問わず、機能的価値から

離れた美術品としての市場価値が付くかどうかに着目して判断される旨主張する。 

      しかし、被告の主張は、かかる課税実務と何ら矛盾するものではない。すなわち、前記

ウの基準に照らしても、Ｎのヴァイオリンは、最も製作時期が新しいものでも製作後３０

０年近くが経過しており、これが歴史的価値又は希少価値を形作っていること、かつ、当

該ヴァイオリンは１丁ごとに所有者や演奏者等の来歴を含めた個性のある音色を有するも

のと扱われており、客観的にみて代用できるものがないことが明らかなものであるといえ

るから、「書画、骨とう」に類するものとして、「時の経過によりその価値の減少しない」

資産に該当することの説明が十分に可能である。 

      なお、Ｎのヴァイオリンは、１丁数億円から十数億円の価格で取引され、過去２００年

近く、常に国際ヴァイオリン市場で最高額を維持し続けているなど、その価値は一般的な

ヴァイオリンとは異なるものとして確立されているところ、その背景には、素材として使

用される木材の性質により、３００年に及ぶ年月や演奏の振動による経年変化によって響

きが良くなるといった特性があり、楽器としての本来の価値自体も、その使用や期間の経

過により減少しないどころかむしろ増加するといった特殊性があることからすれば、Ｎの

ヴァイオリンが減価償却資産に該当しないとされたのは、原告がいうような「機能的価値

から離れた美術品としての市場価値が付く」場合であったからとはいえない（年数の経過

が機能的価値を増加させ、それが高い価格の構成要因の一つとなっている）のであり、こ

の意味でも、上記課税実務は、原告の主張の根拠となるものではない。 
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 （２）原告は、本件車両Ａ及びＢについて、自動車登録番号標を取得し、公道を走行させ使用して

いたのであるところ、本件車両Ａ及びＢの本来の用途、用法によって現に通常予定される効

果は、人や物を乗せて移動させることであり、本件車両Ａ及びＢも機械装置であって、使用

又は期間の経過によって内燃機関その他の機械が劣化し効用が減少することは明らかである

から、法３８条２項に規定する「使用又は期間の経過により減価する資産」とみるべきであ

る。 

    本件で、原告は、それぞれ、本件車両Ａ（Ａ）については、車両本体価格４９００万円とし

て諸費用を含む合計５３８９万６４５０円で購入し、新車である本件車両Ｂ（Ｂ）について

は２０００万円で購入したものであるところ、製造後間もない本件車両Ａと新車である本件

車両Ｂが、高度な技術をもって製作された、一般的な自動車よりも優れた機能的、物質的価

値を有するスポーツカーであることも考慮すれば、本件車両Ａ及びＢの取得価額の相当程度

が、自動車の本来の効用による使用価値によって構成されているといえる。そうすると、本

件車両Ａ及びＢの使用又は期間の経過による減耗等が上記各取得価額に影響を及ぼすもので

あったことは明らかである。 

    したがって、本件車両Ａ及びＢは「使用又は期間の経過により減価する資産」に当たるとい

うべきである。 

    仮に、本件車両Ａ及びＢの価値が、人や物を乗せて移動させること以外の機能に求められる

という前提に立って検討したとしても、本件車両Ａ及びＢは、購入時に生産後相当の年数を

経過したことによる歴史的価値も希少価値も、歴史的価値又は希少価値を前提とした非代替

性も持ち得ない。本件車両Ａ及びＢは、Ｇ社の販売戦略の一環として比較的限られた台数を

生産された車種の一つにすぎないのであって、「歴史的価値又は稀少価値を有し、代替性のな

いもの」には該当しないというべきである。したがって、上記前提に立ったとしても、本件

車両Ａ及びＢは、「使用又は期間の経過により減価する資産」といえるような例外的な場合に

該当するとはいえない。 

 （原告の主張） 

 （１）法３８条２項にいう「使用又は期間の経過により減価する資産」と施行令６条にいう「時の

経過によりその価値の減少しない」との関係 

    法３８条２項が、「譲渡所得の基因となる資産」のうち「家屋その他使用又は期間の経過に

より減価する資産」の取得費を、「不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業

務の用に供されていた期間」に応じ、減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法を定

める法４９条１項の規定により、必要経費に算入される減価償却費の額の累計額を控除して

計算する旨を規定している（１号）ことからすれば、同項における「使用又は期間の経過に

より減価する資産」とは、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用

に供される場合には減価償却資産となる資産を意味すると解される。 

    そして、減価償却資産とは、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産で、施行令６条各

号に規定するものをいうところ（法２条１項１９号、施行令６条）、同条柱書き括弧書きが、

減価償却資産から「時の経過によりその価値の減少しないもの」を除外していることからす

れば、「時の経過によりその価値の減少しない」資産は、法３８条２項が規定する「使用又は

期間の経過により減価する資産」には該当しないと解される。 

 （２）「使用又は期間の経過により減価する資産」の定義－資産の時価が希少価値等に着目して形
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成されている資産はこれに該当しないこと 

   ア 法３８条２項は、戦後の激しいインフレーション下で制定された資産再評価法の取扱いと

整合性をとる形で設けられた旧所得税法１０条の７の規定を引き継いでいる。そして、同規

定は「第９条第１項第８号に規定する資産のうち、家屋その他使用又は保存に因る減もう等

に因り減価するものの譲渡所得の計算については、命令の定めるところにより、その取得価

額から当該資産の減価の価額を控除した金額をもつて、その取得価額とする」と定め、「使

用…に因る減もう」に加えて「減価（価値の減少）」を要求していると解されるところ、そ

の後、昭和４０年の法改正によって旧所得税法１０条の７の規定内容が法３８条２項に引き

継がれたが、その規定の内容には実質的な変更は加えられていないことに加え、資産の値上

がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所得者の支配を離

れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税するという譲渡所得の趣旨からすれば、

法３８条２項が取得費調整を行う目的は、見かけ上の譲渡所得（譲渡損失）の発生を排除し、

譲渡所得課税の対象の合理化を図るために、資産の客観的な価額（時価）の減少を測定する

ところにあると解される。 

     このような観点から、取得費調整において用いられる耐用年数も、「物質的減価」（利用又

は時の経過による固定資産の摩耗損傷を原因とするもの）と「機能的減価」（物質的にはい

まだ使用に耐えるが、外的事情により固定資産が陳腐化し、あるいは不適応化したことを原

因とする）の双方を考慮して決定され、「原則として通常の維持補修を加える場合において、

その固定資産の本来の用途、用法により現に通常予定される効用を挙げることができる」期

間に、「我が国企業設備の後進性等から考えられる程度の一般的な陳腐化を折り込んだ」「効

用持続年数」によって定められたものであるとされている。 

     以上に照らせば、旧所得税法１０条の７及び同条を承継した法３８条２項２号が、取得費

の算定において、「効用持続年数」によって定められた法定耐用年数により又はこれに準じ

て計算した金額をもって減価をする趣旨は、「本来の用途、用法によって現に通常予定され

る効用」（収益稼得能力）が逓減すること（減もう）の結果として生ずる価額の減少を適正

に評価するところにあるといえ、その帰結として、「本来の用途、用法によって現に通常予

定される効用」（収益稼得能力）以外の要素によって市場価値（客観的な価額（時価））が形

成され、「本来の用途、用法によって現に通常予定される効用」（収益稼得能力）が逓減した

（減もう）としても、その結果として減価（価額（時価）の減少）が生じない資産について

は、耐用年数を考慮した取得費調整も行う理由はないと解される。換言すれば、資産の時価

が機能及び希少価値の双方に着目して形成されている場合、時の経過により、当該機能の低

下（収益稼得能力の低下・減もう）が生ずること自体は抽象的には観念し得るものの、当該

資産の希少価値を市場が評価した結果、収益稼得能力の低下にかかわらず客観的な価額（時

価）が減少しない場合には、取得費調整の対象とはならないものというべきである。 

   イ これに対し、被告は、①法３８条２項は譲渡所得の基因となる資産の個別的な事情（すな

わち、当該資産に、機能のみならず希少価値にも着目した価値があるかどうか）を考慮せず、

あらかじめ法定した方法により機械的に取得費調整を行い譲渡所得を算定することとしてい

るとし、②法２条１項１９号が「建物」や「車両」等、減価償却資産を具体的に規定してい

ることからすれば、耐用年数省令別表第一に掲げられた類型の資産については、その個々の

状況は捨象して、一律に、その耐用年数において、当該固定資産の本来の用途により予定さ



40 

 

れる効果を挙げることができなくなる（すなわち、税法上減価する）とみなしたものと理解

できるとして、③法及び耐用年数省令により減価償却資産に当たるとして耐用年数が法定さ

れた固定資産については、当該固定資産が時の経過によって、本来の用途により効果を挙げ

ることができるか否かが左右されない、すなわち時の経過によって減価しないと認められる

例外に当たる事情がない限り、「使用又は期間の経過により減価する資産」（法３８条２項）

に当たるものと解するべきであると主張する。そして、被告は、かかる例外に当たる事情と

して、当該資産が、取得時において、使用又は期間の経過による減もう等により減少する価

値を全くあるいはほとんど含んでおらず、当該価値が、専ら時の経過に伴って形成された固

有の価値（歴史的価値）や、その量や数が極めて少ないことによって市場に生じた需要と供

給の不均衡状態に基因した価値（希少価値）等、使用又は期間の経過によっても減少するこ

とのない価値にあることにより、使用又は期間の経過による減もう等による価値の減少は存

在しないか、あるいは、当該資産の資産価値に照らして著しく小さいと認められる場合を掲

げている。かかる被告の解釈を具体化すれば、資産価値のうちに、資産の性質から通常想定

される使用又は期間の経過により減もう、損耗して失われる本来の効用による使用価値と希

少価値等の両方が含まれる資産についても、減もうするなどして失われる使用価値が含まれ

る以上、前記の例外に該当しない限り、「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当

することになる。 

     しかし、かかる被告の解釈は、譲渡所得の基因となる資産の全てにつき、かつ、機械的に

取得費調整を行う旨をいう点で、譲渡所得の起因となる資産が「家屋その他使用又は期間の

経過により減価する」場合に限定して取得費調整を行う旨定める法３８条２項や、「時の経

過によりその価値の減少しないもの」のみを減価償却資産とする施行令６条柱書き、ひいて

は、その背後にある、「資産の値上がりによる価額の増加」に課税するという譲渡所得の趣

旨自体にも反する。むしろ、これらの規定は、被告の主張するような、耐用年数省令別表第

一に掲げられた類型の資産につき「その個々の状況は捨象して、一律に、その耐用年数にお

いて、当該固定資産の本来の用途により予定される効果を挙げることができなくなる」との

扱いを許容しないがゆえに、形式的にある資産が施行令６条及び耐用年数省令別表第一に掲

げられた類型の固定資産に該当したとしても、「時の経過によりその価値の減少しないもの」

でなければ減価償却が認められないとしているのであり、被告の主張は、かかる点を正解し

ないものといわざるを得ない。 

   ウ（ア）前記（１）のとおり、施行令６条柱書き括弧書きに規定する「時の経過によりその価

値の減少しない」資産は、法３８条２項に規定する「使用又は期間の経過により減価す

る資産」には該当しないと解される。そして、その実務上の判定基準を定めた基本通達

２－１４及び改正前基本通達２－１４も、以下のとおり、①「時の経過によりその価値

の減少しない」資産の必要条件として、古美術品等のように歴史的価値又は希少価値を

有し、代替性のないことを要求せず、②歴史的価値、非代替性を有しない資産について

も、一定の市場価値（客観的な価額（時価））を理由に「時の経過あるいは使用に応じ

て減価する」ものに該当しないものと取り扱う旨の解釈を採用している。 

    （イ）改正前基本通達２－１４は、書画、骨とうに該当するものの例示として、「（１）古美

術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は稀少価値を有し、代替性のない

もの」とは別に、「（２）美術館関係の年鑑等に登録されている作者に係る書画、彫刻、
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工芸品等」を挙げる。これは、プロの作者として通用する程度の市場価値（客観的な価

額（時価））が付くのであれば、古美術等のような歴史的価値等、非代替性がなくとも、

書画、骨とう等に該当するものとして取り扱うとの考え方に基づくものであり、その根

底には、時の経過により減価しない固定資産については償却の対象にしないとの税法の

考え方がある。 

    （ウ）基本通達２－１４の（２）は、「時の経過によりその価値の減少しない資産」として

取り扱う美術品の例として、「古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値

又は希少価値を有し、代替性のないもの」以外で、「取得価額が１点１００万円以上で

あるもの（時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。）」を掲げて

いる。これは、絵画、彫刻等の美術品や工芸品といったものについては、「その性質上、

所有者の主観によって時の経過によりその価値が減少するかしないかの価値判断が大き

く分かれ、その価値評価は必ずしも一様ではないから、減価償却資産であるかどうかを

明確に区分することは困難であるといった事情」を踏まえ、取得価額を「時の経過によ

り価値が減少する」その具体的な金額（１００万円）は、市場により一定の評価を得る

ことができる作者かどうかについての専門家の意見等を踏まえたものである。 

       さらに、ここで減価償却資産該当性の認められる、１点１００万円以上の美術品や工

芸品も、必ずしも非代替性に着目して減価償却資産該当性が判断されているわけではな

い。すなわち、工芸品や美術品については、数百点の規模で生産され、現存しているも

のについても、前記の基準以上の取得価額のものであれば減価償却資産該当性が認めら

れるし、基本通達２－１４と同様の改正が行われた法人税基本通達７－１－１の改正の

際の意見公募手続において、国税庁は、美術品の複製品についても、取得価格が１点１

００万円以上のものについては、上記の基準に従い減価償却資産を判断する（すなわち、

減価償却資産となる余地がある）ことを認めている。 

       他方、基本通達２－１４の注１においては、歴史的価値等、非代替性のない美術品が、

装飾品として本来の用法を停止した後に、美術品として転売した際に市場価値（客観的

な価額（時価））が見込まれる場合には、「時の経過によりその価値の減少しない資産」

に該当するとの考え方が示されているのである。 

    （エ）また、国内において保有されていたＮのヴァイオリンが「時の経過によりその価値の

減少しない資産」に該当するとされた課税事例があるところ、当該ヴァイオリンが、国

内外の有力な音楽家に無償で貸与されるなどして実際に楽器として使用されていたもの

であり、その使用によって本来的効用が劣化し喪失する類のものであるにもかかわらず、

「時の経過によりその価値の減少しない資産」に該当するとされたのは、Ｎのヴァイオ

リンが、１丁数億円から十数億円の価値で取引され、過去２００年近くにわたり国際ヴ

ァイオリン市場で最高額を維持し続けており、その価値（市場価値、すなわち客観的な

価額（時価））が一般的なヴァイオリンとは異なるという点に着目したものにほかなら

ない。これは正に、本来の用途、用法によって通常予定される効果に対する価値（機能

的価値）と希少価値等とが併存するヴァイオリンという資産について、本来の用途、用

法によって現に通常予定される効果が使用又は期間の経過の影響を抽象的には受け得る

としても、希少価値等によって客観的な価額（時価）の減少が生じないことをもって、

「時の経過によりその価値が減少する」ものに当たらないとの解釈が採用されているの
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である。 

       なお、被告は、かかる課税事務の根拠を、Ｎの特殊性（素材として使用される木材の

性質により、年月や演奏の振動による経年変化によって響きが良くなるといった特性が

あり、楽器としての本来の価値が、その使用や期間の経過により減少しないどころかむ

しろ増加すること）に求めるようである。しかし、木材の性質（表がカエデ、裏がスプ

ルース）や、適正やケアを受けなければその機能を発揮できない等の点においては、Ｎ

も他のヴァイオリンと差異はないから、Ｎのみ楽器としての本来の価値がその使用や期

間の経過により減少しないという被告の上記主張は、その前提に誤りがある。 

    （オ）結局、「時の経過によりその価値が減少しない資産」に該当するか否か、すなわち減

価償却資産（非）該当性は、古美術等のような歴史的価値等、非代替性にではなく、希

少価値等に基づく市場価値（客観的な価額（時価））が付くかに着目して判断されてお

り、この点は、当該資産の価値が、美術的価値や希少価値のみならずその機能にも着目

して形成されている場合にも変わるものでないことは明らかである。 

       被告は、改正前基本通達２－１４及び基本通達２－１４の（１）を論拠に、「古美術

品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないも

の」と認められないものは減価償却資産に該当せず、改正前基本通達２－１４及び基本

通達２－１４の各（２）は、本来的効用が鑑賞であり、その特質上、資産自体の価値を

離れた外的条件によってのみその価格、価値が定まる美術品等の特殊性に鑑みた外形基

準として設けられたものにすぎず、それ以外の類型の資産には当てはまらないなどと主

張する。 

       しかし、前記（ア）ないし（ウ）のとおり、改正前基本通達２－１４及び基本通達２

－１４は、機能的価値から離れた要因で一定の金額以上の市場価値（客観的な価額（時

価））が付けば、「時の経過によりその価値が減少しない資産」に該当するとの考え方が

（美術品に限定されない）資産一般についても妥当することを前提しているところ、被

告の主張はこの点についての理解を誤っており失当である。 

 （３）本件車両Ａ及びＢのいずれについても、「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当

しないこと 

    前記（２）のとおり、資産の時価が機能及び希少価値の双方に着目して形成されている場合

には、時の経過により当該機能の低下が生じ得るとしても、客観的な価額（時価）は減少し

ないため、取得費調整の対象とはならない。そして、本件車両Ａ及びＢはいずれも、機能の

みならず希少価値に着目して時価が形成されているものといえるから、「使用又は期間の経過

により減価する資産」には該当しない。 

   （ア）ａ そもそも、Ｇ社は、生産台数を限定することで希少価値を保つという販売戦略をと

っており、本件車両Ａ及びＢは、その生産車両の中でも極めて希少な車両であった。

原告が、購入から長期間経過後（本件車両Ａについては購入後１８年、本件車両Ｂに

ついては購入から２４年。いずれも、耐用年数でいうところの効用持続年数は既に経

過している。）に、本件車両Ａ及びＢをいずれも購入価格を超える額で売却すること

ができたこと自体、それらがいずれも高い希少価値を有していたことの証左である。 

      ｂ 本件車両Ａは、Ｇ社の創設５０周年を記念して製作された記念碑的なスポーツカー

であり、全世界に３４９台しか存在しない。いわゆる高級車と言われる車両に比して
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のみならず、Ｇ社の生産したスポーツカー内においてもその生産台数は限定的である。

これを反映し、中古市場において、日本内外の高級車といわれる車種の価格推移に反

して、本件車両Ａと同種の車両（以下「Ａ」という。）の価額は上昇の一途をたどっ

ている。また、前記のとおりの希少性と歴史的価値ゆえに、Ａは、通常の中古車市場

に出回ることはなく、クラシックカーや高級車を専門に扱う世界トップのクラシック

カーオークションハウスであるＬ（以下「Ｌ」という。）が、更に「頂点」の名を冠

し、世界中から「それぞれのカテゴリーの頂点に位置するもので」「本質的な価値と

希少性をもっている」といえる自動車のみを集めて開催した特別なオークションであ

る「●●」に出品されている。その他、Ａは、世界各国の美術館でも展示されている

など、もはやマニア垂涎の希少なモデルなのである。 

      ｃ 本件車両Ｂも、高名なＧ・●●の後継となる限定モデルであり、その生産台数は僅

かに２２８０台であり、本件車両Ｂと同種の車両（以下「Ｂ」という。）も、Ａ同様、

Ｇ社の生産したスポーツカー内でもその生産台数は限定的である。そして、Ｂは、そ

の希少性に加え、（大変人気のある）Ｇ・●●のドラマチックなデザインを継承して

おり、かつ、世界のポップスターやロックスターを魅了した車として、Ｌ等のオーク

ションで定期的に出品され、高値で落札されている。 

（イ）そして、原告も、Ａ及びＢのかかる希少価値に着目して、本件車両Ａ及びＢを蒐集品

として購入し、通常の乗用車とは異なる車庫に保管し、本件車両Ａについては、エンジン

が劣化しないように定期的にディーラーに依頼をして本件車両Ａのエンジンを掛けさせる、

バッテリーが上がらないように車庫に専用の充電器を接続するなどの特別なメンテナンス

を行っていた。その結果、本件車両Ａ及びＢの走行距離は、保有年数の長さにもかかわら

ず、原告が日常的に使用していた車両に比して、極めて少ないものとなっているのである

（なお、自動車は、エンジンを掛けて公道を走行させなければかえって劣化を早めるとい

う特質があることから、原告は、本件車両Ａ及びＢにつき、かかる劣化を防ぐ限度におい

て公道の走行をさせていたものである。）。このように、本件車両Ａ及びＢはいずれも「車

両」たる自動車ではあるものの、原告は、それを本来の自動車の目的としての価値にでは

なく希少価値に着目して保有していたものにほかならない。 

（ウ）以上の経緯に照らせば、本件車両Ａ及びＢの売却価格も、上記のような希少価値に着

目して形成されたものであることは明らかであり、資産の価額（時価）に使用又は期間の

経過による結果としての減価（価額（時価）の減少）が生じない資産といえるから、本件

車両Ａ及びＢは、法３８条２項にいう「使用又は期間の経過により減価する資産」には含

まれないものというべきである。 

（エ）これに対し、被告は、本件車両Ａ及びＢについて、①その存在自体で歴史的価値又は

希少価値を有するものではないし、機械装置であることからすると、時の経過によって内

燃機関その他の機械が劣化し効用を喪失するものであるから、被告の主張する例外には当

たらない旨、②原告が主張する程度の希少価値があるからといって、機械装置としての性

質は変わらず、これをもって減価が生じない資産とはいえない旨、③購入価額を超える金

額により売却されたのは、時の経過によって本来的な効用は喪失したものの、消費者の選

好や経済状況などの外形的な変化によって資産価値が増加したからにすぎず、このような

外的条件の変化により生じた資産価値の増加分が課税対象となる譲渡所得となることは当
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然である旨主張する。 

しかし、かかる被告の主張は、その前提たる「時の経過によって本来的な効用が喪失す

ることを否定できない」資産であればおよそ減価償却資産に該当するという点において既

に誤りがある。さらに、被告において、自動車の本来の効用たる機械装置の性能等もその

価値形成の一翼を担っていることを理由に、本件車両Ａ及びＢの使用又は期間の経過によ

る減もう等が上記各取得価額に影響を及ぼすものであったことをいう主張は、Ｆ１レーサ

ーでもない自動車の蒐集家である原告にとっては、一般的な自動車よりも優れた機能的、

物質的価値は価格形成要因になり得ず、むしろ、数々の伝説を有するＧ社というメーカー

における記念碑的なスポーツカーとして相応しい希少性に着目し、その希少価値を得るた

めにこれらを取得したものであったことを何ら理解しないものであり、失当である。 

 ３ 争点（２）イ（本件外貨取引に係る所得が、雑所得と譲渡所得のいずれに該当するか） 

 （被告の主張） 

 （１）法上、譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうものとされ、譲渡所得に対する課税は、資

産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の

支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものであるところ、外

国通貨は本邦の通貨（円貨）と同様、不特定多数の者に対して財貨との交換のために使用さ

れる財産的価値であって、円貨との相対的な関係の中で換算上のレートが変動することはあ

っても、円貨同様、それ自体が価値の尺度（通貨と交換した財貨の価値の尺度）とされるも

のであって、資産の価値の増加益を観念することは困難である。したがって、外国通貨は資

産の値上がりによる増加益を生ずべき資産、すなわち、譲渡所得の基因となる資産に該当す

る余地がない。 

    なお、事業所得又は雑所得の基因となる暗号資産の譲渡原価の算定方法等を定める法４８条

の２の規定は、暗号資産の譲渡による所得が事業所得又は雑所得となる旨定めているところ、

これは、外国通貨が、それ自体価値の尺度とされ、資産の価値の増加益を観念することは困

難と考えられており、譲渡所得の基因となる資産には該当せず、為替差損益は譲渡所得に該

当しないことを前提として、暗号資産も、外国通貨と同様にそれ自体が価値の尺度とされ、

資産の価値の増加益を観念することは困難であることから、暗号資産の譲渡による所得は、

一般的に譲渡所得には該当せず、雑所得に該当するものとの取扱いがされていることを踏ま

えたものであるところ、外国通貨に係る為替差損益の所得区分については、このような立法

の基礎となる体系的な理解と整合的な解釈によることが相当である。 

    これに対し、原告は、法においては円貨のみが価値尺度となることを当然の前提としている

のに対し、円貨以外の通貨については単なる価値尺度であることを明示的に示していないと

ころ、外貨については、需給という外的条件によって変動する交換レートをもって、値上が

り、値下がりを計ることのできる「資産」に該当するなどと主張する。しかし、原告がかか

る主張の根拠とする「円貨が価値尺度である」ことは、外国通貨が価値尺度でないことの根

拠に直ちに結びつくわけではなく、原告の主張は根拠を欠くものといわざるを得ない。 

 （２）仮に、外貨が譲渡所得の起因となる資産に該当する余地を認めるとしても、本件為替差損益

が資産の「譲渡」により発生したものとはいえない。すなわち、本件為替差損益は、原告が

本件外貨預金を本件円預金口座に振り替えること、すなわち、本件銀行に対し、本件外貨預

金口座に預けている外貨預金（本件外貨預金）のうち、原告が指定する一定の金額を本件円
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預金口座に振り替えるよう依頼し、本件銀行が当該依頼に基づいて当該金額を邦貨に換算し

た上で本件円預金口座に振り替えたものである。 

    そして、当該振替の性質は、原告が本件銀行に対して有していた米ドル建ての預金債権の一

部を失う代わりに本件銀行に対する円建ての預金債権を取得したというもので、結局のとこ

ろ、原告が本件銀行に対して有していた預金債権を外貨建てから邦貨建てに変更するものに

すぎず、原告が有する所有権その他の権利を移転したものではない。 

 （３）以上のとおりの理由で、本件為替差損益に係る所得は譲渡所得には該当しない。そして、本

件為替差損益に係る所得がそれ以外の所得類型に該当する余地もないから、結局、本件為替

差損益に係る所得は、雑所得に該当する。 

 （原告の主張） 

 （１）法３３条１項に規定する「資産」とは、譲渡性のある財産権を全て含むものと解される。そ

して、いわゆる外貨も譲渡性のある財産権として資産の一種と解される。さらに、外貨であ

る米ドルを円貨に交換する為替取引は、外貨の払戻し、外貨の円貨への交換、円貨の預入れ

を組み合わせた行為であるから、これによって生じる為替差益は、資産である外貨と円貨の

交換（すなわち譲渡）により生じた譲渡益にほかならず、その所得は資産の譲渡による所得、

つまり譲渡所得に該当する。 

 （２）これに対し、被告は、外貨も円貨同様それ自体が価値の尺度（通貨と交換した財貨の価値の

尺度）であって、外貨自体に資産の価値の増加益を観念することは困難であることを理由に、

為替差益が譲渡所得を生じる余地はないなどと主張し、その根拠として、暗号資産の譲渡原

価の算定方法等を定める法４８条の２の規定が新設された際の参議院財政金融委員会におけ

る政府参考人の説明を挙げる。 

    しかし、法において円貨は価値の尺度とされている（この点は、法５７条の３第１項や法８

９条の規定に照らし明らかである）ため、およそ増加益を観念する余地はないとの被告の主

張が妥当する余地もあるが、外貨についてはこのような規定は存在しないのみならず、民法

上も強制通用力を有せず、その帰結として、外貨で債権額を指定した場合であっても、円弁

済時における為替相場によって換算した円貨をもって支払うことが認められており（民法４

０３条）、我が国における「価値の尺度」として取り扱われているものではない。そうすると、

需給という外的条件によって変動する交換レートをもって、円貨を価値の尺度としてその価

値の増減、すなわち値上がりや値下がりを観念することができるから、為替差益に譲渡所得

を生ずる余地がないなどとはいえない。 

    また、被告がかかる解釈の根拠とする法４８条の２の規定に関する議論の際の政府参考人の

答弁は、飽くまで国税当局の一見解にすぎず、その論拠も不明確なものである上、当該参考

人答弁においても、外貨が譲渡所得と扱われる余地が否定されたものではない。上記規定が、

いかなる場合においても外貨について資産の価値の増加益を観念することができず、譲渡所

得の基因となる資産に該当しないことを前提として制定されているとの被告の主張は、国会

の審議経過を正確に捉えていないものであり、少なくとも、外貨が支払手段ではなく投資対

象とされた場合には当該理由が妥当しないことから、有価証券その他の金融商品と同様に増

加益を観念することができ、譲渡所得の基因となる資産に該当するというべきである。 

 （３）また、被告は、本件為替差損益は、原告が本件外貨預金を本件円貨預金口座に振り替えるこ

とにより生じたものであるところ、この振替は、原告が本件銀行に対して有していた預金債
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権を外貨建てのものから邦貨建てのものに変更するものにすぎず、原告が有する所有権その

他の権利を移転したものではないから、資産の「譲渡」に該当しないなどと主張する。しか

し、本件で問題となっている外貨預金取引における「振替」は、①振替に係る基本的な法律

関係である預金の払戻し（弁済）と新たな預入れに加えて、②払い戻された（弁済された）

通貨を他の通貨に交換して消費寄託契約の目的に供するという通貨交換を併せて行うもので

あるから、被告の主張するように、単に預金債権を外貨建てのものから邦貨建てのものに変

更するのみのものではない。そして、法３３条１項に規定する「譲渡」とは、有償であるか

否かを問わず所有権その他の権利の移転を広く含む概念であって、有体物が現実に移転する

ことを意味するわけではなく、権利放棄等による資産の消滅など有償でそれを譲渡するのと

経済的効果に差異がない行為を含むところ、かかる理解を前提にすれば、本件でも、円貨を

対価として外貨に係る権利を移転させるものであり、「実際に米国ドルが円貨に交換された」

こと及び「本件銀行との間で現金の移転が行われた」ことと経済的効果に差異がない以上、

「譲渡」に該当すると解するのが相当である。被告の主張は、外貨預金の円貨預金口座への

振替について円貨換算を行っている（すなわち、法５７条の３の適用対象である「外貨建取

引」に該当しない）にもかかわらず、当該振替が預金債権の内容変更にすぎないと主張する

点で矛盾がある。 

    また、被告は、原告の主張が裁判例に反するなどと主張するが、被告の挙げる裁判例はいず

れも、為替差損益の譲渡所得該当性について直接の判断を示したものではなく、本件の先例

たり得るものではない。 

 ４ 争点（２）ウ（本件為替差損益の額の計算の基礎となる外国通貨の取得費等の計算方法。具体

的には、「総平均法に準ずる方法」により行うことに違法な点があるか） 

 （被告の主張） 

 （１）法は、資産の種類等及び資産から生ずる所得の区分に応じて、納税者が選定できる評価の方

法及び選定しなかった場合等において適用される評価の方法を規定している。かかる規定に

おける評価方法には一定の合理性があると認められるから、法に規定されていない外国通貨

の評価方法を検討するに当たっては、法が合理性を有すると認めた評価方法の中から、その

資産の種類等及び当該資産から生ずる所得の区分を考慮し、適用すべき評価方法を判断する

のが合理的である。 

    そして、有価証券（法４８条１項及び施行令１０５条１項）については、評価方法として総

平均法、移動平均法及び総平均法に準ずる方法が定められており、納税者が評価の方法を選

定しなかった場合又は選定した方法により評価しなかった場合には、原則として総平均法に

より評価することが、有価証券の譲渡に係る譲渡所得又は雑所得を有する納税者は、原則と

して総平均法に準ずる方法により評価することがそれぞれ定められている。そして、暗号資

産については、評価方法として総平均法及び移動平均法が定められており、納税者が評価の

方法を選定しなかった場合又は選定した方法により評価しなかった場合には、原則として総

平均法により評価することが定められている。 

    これは、有価証券や暗号資産については、一般的な動産である商品や製品とは異なり物理的

な劣化による価値の減少が想定されない上、同一銘柄の有価証券及び同一種類の暗号資産は、

いずれも代替性を有し、その取得時期や取得価額が異なっても資産としての物的性格（一単

位ごとの権利や性質、価値など）は基本的に変わらないと考えられるので、これらを等価と
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みて単価を平均する評価方法（総平均法、移動平均法又は総平均法に準ずる方法）を適用す

ることとしたものと解される。 

    そして、前記３のとおり、本件為替差損益に係る所得は雑所得に該当するところ、前記の評

価方法のうち雑所得が生ずることを前提として規定された評価方法、（有価証券に適用される

総平均法に準ずる方法又は暗号資産に適用される総平均法若しくは移動平均法のいずれか）

を適用することが合理的である。このうち総平均法は、移動平均法及び総平均法に準ずる方

法に較べ算定方法が簡便である一方、総平均法により得られた一単位当たりの金額は、移動

平均法及び総平均法に準ずる方法に得られた一単位当たりの金額に較べると、取得価格とし

ての正確性に欠ける面があることは否めない。このような両者の算定方法の差異をも踏まえ

て、処分行政庁は、譲渡時における取得価額がより正確に算定できる「総平均法に準ずる方

法」を選択したのであり、その評価方法の選択に合理性があることは明らかであるから、こ

の点に何ら違法な点はない。 

    原告は、「法定評価方法のある資産とその種類等及び生ずる所得の区分が類似する資産」は

法定評価方法のある資産に係る法定評価方法によることが最も合理的であるとして、本件に

おいて「暗号資産の法定評価方法である総平均法を選択すべき」とする。しかし、暗号資産

の法定評価方法を総平均法により算出した取得価額による評価の方法とする旨定める法４８

条の２第１項及び施行令１１９条の５は、本件各更正処分等の後である平成３１年４月１日

に施行されたもので、本件の係争年分である平成２７年分ないし平成２９年分の所得税等に

適用すべき暗号資産に係る法定評価方法は存在しない。 

    仮に原告がいうように、法定評価方法のある資産と類似する資産は当該法定評価方法による

ことが最も合理的であるというのであれば、本件各更正処分等の時点において、外国通貨に

類似する資産で法定評価方法が規定されていたものとしては有価証券が考えられるところ、

有価証券の譲渡に係る譲渡所得又は雑所得を有する場合の法定評価方法は「総平均法に準ず

る方法」である。このように、原告の上記主張を前提とすれば、処分行政庁は、本件各更正

処分等の時点において存在する外国通貨に類似する資産である有価証券に係る同一の所得区

分（雑所得）の法定評価方法を採用したといえるのであって、原告の上記主張に従えば、処

分行政庁は、処分時に存在した最も合理的な方法を選択したものと評価することができる。

むしろ、本件各更正処分等の時点において暗号資産に係る法定評価方法を総平均法とする規

定がなかったことに照らせば、処分行政庁が本件為替差損益を算定するに当たり総平均法を

採用することは、原告のいう「法的安定性と予見可能性」を害するものというべきである。

したがって、原告の前記主張は、処分行政庁が総平均法に準ずる方法により外国通貨の取得

価額を算定したことの合理性を否定し得るものではなく、理由がない。 

 （２）また、本件為替差損益の額の計算の基礎となる外国通貨の取得価額を計算するに当たり、そ

の計算過程で生ずる１単位当たりの取得単価に係る小数点以下の端数処理については、法上、

特段の規定は設けられていない。したがって、上記端数処理において切上げを行わないとし

ても、それが「所得税関係法令の端数処理方法」に反することにはならない。また、原告は、

上記端数処理において切上げを行わないことが「外国為替取引の実務にも反する」と主張す

るが、その根拠も全く示されていない。なお、そもそも、本件為替差損益を所得として申告

していない原告との関係においては、計算方法の如何によって、納税者の事務負担が変わる

ものともいえない。 
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    したがって、被告の主張する計算方法及び処分行政庁が採用した計算方法が、明らかに合理

性を欠くと評価するに足りる事情はない。 

 （原告の主張） 

 （１）ア 法が、所定の資産について納税者が評価方法の選定を行わなかった場合において、法が

その資産の種類等及び資産から生ずる所得の区分に応じた評価方法を規定してこれによる

ことを強制し、他の評価方法によることを許容していないことからすると、法は、簡便性、

正確性、税負担の公平性など評価方法の合理性を基礎付ける諸般の事情を総合考慮した上

で、そのような場合における最も合理性のある評価方法を法定評価方法として定めたもの

と解される。そうすると、法定評価方法のある資産とその種類等及び生ずる所得の区分が

類似する資産については、当該法定評価方法の合理性を基礎付ける事情が同様に存すると

いえることから、法定評価方法のない資産について納税者が評価方法の選定を行わなかっ

た場合において、原則として、当該資産とその種類等及び生ずる所得区分が類似する資産

の法定評価方法が最も合理的な評価方法と解され、その事案に適用される評価方法として

明らかに合理性を欠くと認められるよう事情がない限り、処分行政庁は当該類似する資産

の法定評価方法を選択すべきである。 

      これを外貨についてみると、法４８条の２第１項及び施行令１１９条の５が、暗号資産

について、期末に一括して譲渡原価を計算する総平均法を法定評価方法として規定してい

るところ、これは、金額でのみ取引客体が特定され、取引数に制限なく多数の取引が高頻

度で行われる可能性があるとの暗号資産の性質等（この点が、代替性があるとはいえ個別

に取引客体を特定することが可能であり、株式数によって取引数の上限が画される有価証

券と異なる。）を踏まえ、かつ、取引主体としても事業者でない個人が想定され、そのよ

うに高頻度で行われる多数の取引の都度譲渡原価の計算を求めることが現実的ではないと

の判断から、簡便な評価方法を採用して負担軽減を図るために、期末に一括して譲渡原価

を計算する総平均法をもって法定評価方法としたものである。そして、外貨についても、

暗号資産における上記の要請が該当することから、簡便な評価方法である総平均法を選択

すべきである。 

    イ また、仮に暗号資産の譲渡原価の算定方法等を定める法４８条の２が、暗号資産が外貨

と同様に譲渡所得の基因となる「資産」に該当しないということに着目して、外貨の取扱

いに準ずるものとして設けられたとするならば、同条の委任を受けて暗号資産の法定評価

方法を規定した施行令１１９条の５は、外貨において納税者による評価方法の選定がない

場合には総平均法によることが最も合理的な取扱いであるとの解釈を前提に、総平均法を

法定評価方法として規定したと解するほかない。そうすると、外貨の取扱いについて、本

件各更正処分等の後に成立・公布された法４８条の２の「基礎となる体系的な理解と整合

的な解釈」によれば、その取得価額の算定においても、法４８条の２第１項及び施行令１

１９条の５が法定評価方法として定める総平均法と同等の方法によるべきである。 

 （２）被告は、法が評価の方法を選定しなかった場合には、法が合理性を有すると認めた評価方法

の中からより合理性がある評価方法を用いるべきとの考え方を前提として、法が合理性を有

すると認めた平均化する評価方法のうち、総平均法により得られた一単位当たりの金額は、

譲渡後に購入した資産の価額が譲渡した資産の一単位当たりの金額に影響を及ぼす点で、移

動平均法及び総平均法に準ずる方法よりも得られた一単位当たりの金額と較べると取得価格
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としての「正確性」に欠けることから、総平均法に準ずる方法を用いるべきとし、かつ、法

定評価方法のない資産については、納税者自身が評価方法の選定を行わなかった場合、更正

処分に際し税務署長は一定の裁量を有し、その事案に適用される評価方法として明らかに合

理性を欠くと認められるような事情がない限り、当該更正処分は違法とはならず、本件にお

いても、原告が本件外貨預金の評価方法を選定した事実は見当たらないから、単価を平均化

する評価方法の中で、譲渡時における取得価額をより正確に算定できるものとして、総平均

法に準ずる方法を選択したのであって、これが法的安定性と予見可能性を害すると評価され

るいわれはなく、むしろ、暗号資産の法定評価方法を定める法４８条の２第１項及び施行令

１１９条の５は、本件各更正処分等の後である平成３１年４月１日に施行されたものである

ことからすれば、本件の係争年分である平成２７年分ないし平成２９年分の所得税等にこれ

を適用することとなればかえって法的安定性を害するなどと主張する。 

    しかし、不利益処分である更正処分等を行う際、納税者が法定評価方法のない資産につき評

価方法の選定を行わなかった場合にどの評価方法を適用すべきかについて、法律上の根拠な

く処分行政庁に広範な行政裁量を認めることは、租税法律主義の観点から許されない。そし

て、上記（１）アのとおり、暗号資産については総平均法をもって法定評価方法とされてい

ることに照らせば、外貨についても、その基礎となる体系的な理解と整合的な解釈に従い、

総平均法と同等の評価方法が採用されるべきである。 

 （３）なお、被告は、取得単価の算定の際に、小数点以下の端数処理をせず、円未満を切り上げる

方法によっているが、かかる方法は極めて煩雑で、納税者に税負担を強いるものであり、端

数処理に係る所得税関係法令の端数処理方法及び外国為替取引の実務にも反する。仮に被告

の計算によるとした場合であっても、取得単価の算定は、小数点以下３位未満を切り上げて

計算する方法によるべきである。 

 

  以上 
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別表１－１～１－３ 省略 
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